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明
治
・
大
正
期
の
西
宮
神
社
十
日
戎

平
山 

昇

［
論
文
要
旨
］

は
じ
め
に

❶
明
治
改
暦
か
ら
阪
神
電
車
開
業
前
ま
で

❷
阪
神
電
車
開
業
後
―
デ
ィ
ヴ
ェ
ロ
ッ
パ
ー
の
登
場

❸
明
治
四
三
年
の「
旧
暦
廃
止
」以
後

❹
神
社
と
電
鉄
の
協
調
と
駆
け
引
き

お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
西
宮
神
社
十
日
戎
の
変
容
過
程
を
、
鉄
道
の
開
業
に
よ

る
参
詣
行
事
の
変
化
、
お
よ
び
神
社
と
鉄
道
会
社
と
の
関
係
に
着
目
し
な
が
ら
検
討
し
た
。

　
も
と
も
と
西
宮
神
社
十
日
戎
は
エ
ビ
ス
神
を
信
仰
す
る
農
漁
村
民
や
都
市
商
人
た
ち
を
中
心
と
す

る
参
詣
行
事
で
あ
っ
た
が
、「
汽
車
」
の
開
通
に
よ
っ
て
徐
々
に
都
市
部
か
ら
行
楽
が
て
ら
に
参
詣

す
る
「
普
通
の
参
詣
人
」
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
神
社
側
も
こ
の
層
を
呼
び
込
む
べ
く
自
ら
新

聞
を
通
じ
て
都
市
部
に
向
け
て
広
報
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
だ
が
、も
っ
と
も
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
は
阪
神
電
車
の
登
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
電
鉄
は
、

長
ら
く
寂
れ
て
い
た
新
暦
十
日
戎
を
新
た
に
「
開
拓
」
す
る
な
ど
種
々
の
戦
略
に
よ
っ
て
参
詣
客
の

劇
的
な
増
加
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
沿
線
デ
ィ
ヴ
ェ
ロ
ッ
パ
ー
と
し
て
の
性
格
が
強
い
鉄
道
会
社
で

あ
っ
た
。

　
一
方
、
阪
神
電
車
の
大
々
的
な
乗
客
誘
引
に
よ
っ
て
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
が
大
幅
に
増
加
し
て

い
く
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
神
社
側
も
電
鉄
会
社
の
強
力
な
集
客
力
を
利
用
し
て
都
市
部
か

ら
の
参
詣
客
の
増
加
を
図
る
よ
う
に
な
る
。
西
宮
神
社
の
参
詣
行
事
は
、
も
は
や
電
鉄
会
社
と
の
協

調
関
係
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
両
者
の
関
係
は
常
に
協
調
ば
か
り
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
電
鉄
に
と
っ
て

は
運
賃
収
入
が
増
え
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
が
、
神
社
に
と
っ
て
は
伝
統
を
厳
守
す
る
こ
と
も
決
し
て
ゆ

る
が
せ
に
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
時
と
し
て
両
者
の
間
で
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
神
社
と
電
鉄
会
社
の
間
に
協
調
と
駆
け
引
き
が
せ
め
ぎ
あ
う
中
で
、
十
日
戎
は
今
日
の

姿
へ
と
落
ち
着
い
て
い
っ
た
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
日
本
近
代
の
大
都
市
に
お
け
る
社
寺
参
詣
の
変
容
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
①
鉄
道
の
登
場
に
よ
る
変
化
、
特
に
明
治
末
期
以
降
の
デ
ィ
ヴ
ェ
ロ
ッ
パ
ー
志
向
の
鉄
道
会
社

に
よ
る
変
化
、
②
も
っ
ぱ
ら
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
の
増
加
を
志
向
す
る
鉄
道
会
社
と
伝
統
の
維
持

も
重
視
す
る
神
社
と
の
間
に
生
じ
た
協
調
と
駆
け
引
き
が
せ
め
ぎ
あ
う
関
係
、
と
い
う
二
点
に
注
目

す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　
近
代
、
参
詣
、
鉄
道
、
都
市
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は
じ
め
に

　
本
稿
は
明
治
・
大
正
期
の
西
宮
神
社
十
日
戎
の
動
向
を
鉄
道
と
の
関
わ
り
に
注
目

し
つ
つ
検
討
し
、
近
代
日
本
の
都
市
圏
に
お
け
る
社
寺
参
詣
の
変
容
の
一
端
を
明
ら

か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
社
寺
参
詣
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
前
近
代
（
特
に
近
世
）
に
つ
い
て
は
活
発
に
行
わ

れ
て
お
り
（
（
（

、
戦
後
・
現
代
に
つ
い
て
も
一
部
の
宗
教
社
会
学
者
に
よ
っ
て
興
味
深
い

研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
（
（
（

。
し
か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
近
代
の
社
寺
参
詣
の
動
向

を
検
討
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
き
わ
め
て
稀
で
、
特
に
都
市
周
辺
の
そ
れ
に
関
す
る

実
証
研
究
は
皆
無
に
近
い
（
（
（

。

　
も
し
仮
に
、
明
治
以
降
の
都
市
部
に
お
い
て
、
社
寺
参
詣
が
近
代
化
の
荒
波
の
中

で
た
だ
細
々
と
残
存
し
た
だ
け
で
あ
れ
ば
、
本
稿
の
問
題
関
心
は
さ
ほ
ど
重
要
な
意

味
を
も
た
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
日
各
大
都
市
圏
で
は
初
詣
や
節
分
な
ど
の
参

詣
行
事
が
、
衰
退
・
消
滅
す
る
ど
こ
ろ
か
毎
年
大
変
な
盛
況
ぶ
り
を
み
せ
て
い
る
。

し
か
も
、
伝
統
的
な
装
い
を
見
せ
る
こ
れ
ら
の
参
詣
行
事
の
様
子
を
よ
く
よ
く
観
察

し
て
み
る
と
、
鉄
道
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
い
っ
た
近
代
的
な
装
置
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
て
み
る
と
、
社
寺
参
詣
と
い
う
近
世
以
来
の
も

の
が
明
治
以
降
の
近
代
化
の
展
開
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
現
代
の
大
都
市
に
お
け
る
参
詣
行
事
を
理
解
す
る
た
め
に
必

要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
明
治
・
大
正
期
の
西
宮
神
社
十
日
戎
を
検
討
対
象
と
す
る
。
西

宮
神
社
の
十
日
戎
と
い
え
ば
、
例
年
一
月
九
日
、
一
〇
日
、
一
一
日
（
一
〇
日
が
大

祭
）
に
合
計
百
万
人
近
く
の
参
詣
客
を
集
め
て
お
り
、
阪
神
一
帯
で
は
最
も
人
気
が

あ
る
参
詣
行
事
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
日
の
大
都
市
圏
で
は
鉄
道
を
利
用
し

て
郊
外
の
有
名
社
寺
に
参
詣
す
る
と
い
う
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
が
、
西
宮
神
社
の
十

日
戎
は
そ
の
典
型
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
近
代
日
本
の
都
市
圏
に
お
け
る
社
寺
参
詣
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
、
一
定
の

見
通
し
を
得
る
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。

　
検
討
過
程
で
特
に
注
目
す
る
の
は
、
鉄
道
の
開
業
に
よ
る
参
詣
行
事
の
変
化
、
お

よ
び
神
社
と
鉄
道
会
社
と
の
関
係
で
あ
る
。

　
明
治
初
年
以
来
鉄
道
網
が
整
備
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
西
宮
神
社
は
次
第
に
阪
神

両
都
市
（
特
に
大
阪
）
と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
。
特
に
明
治
末
期
に
登
場
し
た
阪

神
電
車
に
よ
る
変
化
は
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
鉄
道
に
よ
っ
て
十
日
戎

参
詣
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
ま
た
、
筆
者
は
既
に
別
稿
で
明
治
期
東
京
に
お
け
る
初
詣
の
形
成
過
程
に
つ
い
て

検
討
し
た
が
（
（
（

、
史
料
が
新
聞
に
限
ら
れ
た
た
め
社
寺
側
の
視
点
を
組
み
込
む
こ
と
が

で
き
ず
、
結
果
と
し
て
諸
社
寺
が
単
な
る
受
動
的
な
存
在
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
か

ね
な
い
と
い
う
問
題
点
を
残
し
て
し
ま
っ
た
。
本
稿
で
は
、
新
聞
史
料
に
加
え
て
、

幸
運
に
も
閲
覧
を
許
さ
れ
た
西
宮
神
社
の
社
務
日
誌
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

神
社
側
が
鉄
道
開
業
な
ど
の
変
化
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
・
対
応
を
し
た
の
か
、

さ
ら
に
は
参
詣
行
事
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
神
社
と
電
鉄
の
間
で
ど
の
よ
う
な
協
調

と
駆
け
引
き
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
み
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
の
主
た
る
検
討
課
題
で
は
な
い
が
、
付
随
す
る
問
題
と
し
て
改
暦
を

め
ぐ
る
諸
相
に
も
言
及
し
て
い
く
。
今
日
の
大
都
市
圏
の
参
詣
行
事
は
新
暦
で
行
う

の
が
当
り
前
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
西
宮
神
社
十
日
戎
も
例
外
で
は
な
い
。
歴

史
学
・
民
俗
学
の
研
究
者
も
含
め
て
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
人
が
、
こ
れ
は
明
治
五

年
末
（
明
治
六
年
初
め
）
の
改
暦
の
結
果
で
あ
り
、
改
暦
以
後
も
旧
暦
が
長
ら
く
残

存
し
た
の
は
農
村
部
の
み
で
あ
る
と
予
想
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
実

際
に
は
、
西
宮
神
社
で
は
改
暦
後
も
旧
暦
に
よ
る
十
日
戎
が
行
わ
れ
続
け
、
都
市
部

か
ら
の
参
詣
客
も
多
数
訪
れ
た
。
し
か
も
、
明
治
末
期
に
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
活

況
を
呈
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
し
て
、
そ
の
後
何
が
き
っ
か
け

と
な
っ
て
旧
暦
十
日
戎
が
衰
退
へ
と
む
か
っ
て
い
っ
た
の
か
。
本
稿
は
従
来
注
目
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
明
治
期
の
新
暦
・
旧
暦
の
一
側
面
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
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う
。

　
な
お
、
使
用
す
る
史
料
に
つ
い
て
注
記
し
て
お
く
。

・
西
宮
神
社
の
社
務
日
誌
は
『
日
誌
』、『
大
阪
朝
日
新
聞
』
は
『
大
朝
』
と
略
記

す
る
。

・
適
宜
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、
句
読
点
を
付
し
た
。

・
必
要
に
応
じ
て
「
二
月
二
二
日
＝
旧
正
月
十
日
」
の
よ
う
に
旧
暦
に
よ
る
日
付

を
付
し
た
。

・
省
略
箇
所
は
「
…
…
」
に
よ
っ
て
示
し
た
。

・
史
料
中
の
〔
　
〕
お
よ
び
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
、（
　
）
は
原
史
料
の

も
の
で
あ
る
。

第
一
章
　
明
治
改
暦
か
ら
阪
神
電
車
開
業
前
ま
で

　
エ
ビ
ス
信
仰
は
も
と
も
と
漁
業
と
の
関
わ
り
で
生
ま
れ
、
そ
の
後
農
民
、
商
人
に

も
浸
透
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
（
（
（

、
近
世
の
西
宮
十
日
戎
は
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・

播
磨
・
淡
路
と
い
っ
た
農
漁
村
地
帯
の
人
々
や
大
阪
・
兵
庫
の
商
人
が
参
詣
し
て
賑

わ
っ
て
い
た
（
（
（

。

　
明
治
に
入
っ
て
こ
の
西
宮
十
日
戎
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
が
、明
治
五
年
末（
明

治
六
年
初
め
）
の
改
暦
と
、
明
治
七
年
五
月
の
大
阪
―
神
戸
間
鉄
道
の
開
業
に
と
も

な
う
西
ノ
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
で
あ
る
。
面
白
い
こ
と
に
、
西
宮
神
社
で
は
新

暦
と
旧
暦
の
二
つ
の
十
日
戎
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
十

日
戎
の
動
向
を
み
て
み
た
い
。

　
第
一
節
　
新
暦
十
日
戎
の
不
人
気

　
改
暦
直
後
の
明
治
六
年
一
月
、
初
め
て
新
暦
に
よ
る
十
日
戎
が
行
わ
れ
た
。
し
か

し
、
改
暦
直
後
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
周
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
、
き
わ
め

て
不
振
だ
っ
た
（
（
（

。
そ
の
後
は
い
く
ら
か
参
詣
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
が
（
（
（

、
注
意
し

た
い
の
は
、「
参
詣
人
ハ
兵
阪
ノ
人
ノ
ミ
ラ
シ
ク
、
汽
車
ノ
着
ノ
度
毎
ニ
一
斉
ノ
参

詣
ノ
ミ
（
（
（

」
と
い
う
記
録
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
参
詣
客
が
主
に
大
阪
・
神
戸
か

ら
「
汽
車
」
を
利
用
し
て
訪
れ
る
人
々
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
改
暦
と
鉄
道

開
業
に
よ
っ
て
、
農
漁
村
部
信
者
で
は
な
く
都
市
か
ら
の
参
詣
客
が
中
心
と
い
う
新

し
い
形
の
十
日
戎
参
詣
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
新
暦
十
日
戎
の
人
気
は
い
ま
ひ
と
つ
だ
っ
た
よ
う
で
、
後
述
す

る
旧
暦
十
日
戎
と
は
対
照
的
に
徐
々
に
衰
微
し
て
い
っ
た
。

　
〔
史
料
（
〕

汽
車
着
シ
タ
ル
時
而
已
少
々
ノ
詣
者
ア
リ
テ
、
其
間
寥
ト
シ
テ
人
ナ
シ
（
（1
（

。

　
〔
史
料
（
〕

サ
ラ
ヌ
ダ
ニ
近
年
此
祭
日
ハ
年
一
年
参
拝
者
ヲ
減
ス
ル
ニ
、
カ
テ
ヽ
加
ヘ
テ
雨

天
ナ
リ
シ
カ
バ
終
日
賽
者
寥
々
タ
リ
（
（（
（

。

　
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
農
漁
村
部
の
エ
ビ
ス
信
者
た
ち
が
旧
暦
十

日
戎
に
集
中
し
た
こ
と
に
く
わ
え
て
、
大
阪
周
辺
の
参
詣
客
が
今
宮
神
社
に
集
中
し

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
後
者
に
関
し
て
み
る
と
、
西
宮
神
社
が
新
旧
両
度
の
十
日
戎
を
行
う
よ
う
に
な
っ

た
の
に
対
し
て
、
大
阪
の
今
宮
神
社
は
新
暦
十
日
戎
の
み
を
執
行
す
る
よ
う
に
な

り
、
毎
年
大
阪
の
市
中
・
周
辺
地
域
か
ら
多
く
の
参
詣
人
が
つ
め
か
け
た
。
特
に
明

治
一
八
年
末
の
阪
堺
鉄
道
（
南
海
鉄
道
の
前
身
）
の
開
業
後
は
い
よ
い
よ
賑
わ
い
を

増
し
、「
府
下
に
於
て
年
中
第
一
の
群
集
雑
沓
を
極
む
る
恵
比
須
祭
り
（
（1
（

」
と
称
さ
れ

る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
西
宮
神
社
の
関
係
者
た
ち
も
今
宮
十
日
戎
の
賑
わ
い
ぶ
り
が
気

に
な
っ
た
と
み
ら
れ
、
明
治
一
九
年
と
二
一
年
に
は
同
神
社
の
世
話
人
や
神
職
が
視

察
に
行
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
（1
（

。
　

　
第
二
節
　
旧
暦
十
日
戎
―
農
漁
村
部
信
者
と
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
の
混
在
―

　
さ
て
、
も
う
一
方
の
旧
暦
の
十
日
戎
で
あ
る
が
、
さ
す
が
に
改
暦
直
後
に
は
い
っ

た
ん
衰
微
ま
た
は
中
絶
し
た
よ
う
で
、
数
年
間
は
社
務
日
誌
に
関
連
し
た
記
述
が
見
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ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
明
治
一
〇
年
に
な
る
と
「
殊
之
外
賑
々
敷
…
…
（
（1
（

」
と
い
う
記

述
が
現
れ
、
そ
の
後
は
毎
年
の
よ
う
に
盛
況
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、

農
漁
村
部
の
信
者
た
ち
が
元
通
り
旧
暦
十
日
戎
に
参
詣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
と
も

に
、
官
鉄
（
（1
（

お
よ
び
そ
れ
に
接
続
す
る
私
鉄
各
社
が
積
極
的
に
便
を
図
っ
た
た
め
で

あ
っ
た
。
明
治
一
四
年
の
『
日
誌
』
に
は
旧
暦
十
日
戎
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
記
録

さ
れ
て
い
る
。

　
〔
史
料
（
〕

幸
ニ
シ
テ
春
来
ノ
好
天
気
且
前
日
数
日
間
天
気
打
続
キ
、
遠
近
ノ
衆
賽
人
頗
ル

多
ク
在
リ
大
雑
沓
ヲ
極
ム
。
汽
車
最
モ
低
価
ニ
引
下
ケ
七
回
ノ
臨
時
車
ヲ
発

ス
（
（1
（

　
こ
の
史
料
に
も
あ
る
よ
う
に
、
官
鉄
は
毎
年
欠
か
さ
ず
旧
暦
十
日
戎
の
た
め
に
臨

時
汽
車
の
増
発
や
運
賃
割
引
を
行
っ
た
。
明
治
一
六
年
に
は
新
聞
広
告
ま
で
掲
載
し

て
い
る
（
（1
（

。

　
こ
れ
ま
で
の
改
暦
を
め
ぐ
る
研
究
で
は
、
明
治
政
府
が
国
民
に
旧
暦
を
棄
て
て
新

暦
に
従
う
よ
う
に
奨
励
・
強
制
し
た
と
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
（1
（

。
し
か
し
、
そ

の
政
府
の
一
組
織
で
あ
る
は
ず
の
官
鉄
が
、
旧
暦
行
事
の
た
め
に
増
発
の
み
な
ら
ず

運
賃
割
引
ま
で
行
い
、
あ
ま
つ
さ
え
新
聞
紙
上
で
堂
々
と
広
告
を
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
。
営
利
性
を
伴
う
部
門
ゆ
え
に
、
時
に
は
政
府
の

建
前
と
ず
れ
る
方
針
を
と
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
、
官
鉄
の
「
私
鉄
的
」
な
一

側
面
と
も
言
え
よ
う
か
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
明
治
二
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
官
鉄
に
接
続
す
る
山
陽
鉄

道
（
（1
（

、
播
但
鉄
道
（
11
（

、
阪
鶴
鉄
道
（
1（
（

が
開
業
し
、
い
ず
れ
も
官
鉄
と
連
携
し
て
旧
暦
十
日
戎

へ
の
参
詣
客
を
呼
び
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。

　
〔
史
料
（
〕（
阪
鶴
鉄
道
の
広
告
）

二
月
廿
七
廿
八
ノ
両
日
間
（
旧
暦
正
月
九
日
十
日
）　
蛭
子
神
社
祭
礼
ニ
付
　

往
復
と
も
に
き
し
や
ち
ん
　
官
線
ハ
二
割
引
　
社
線
内
半
ち
ん
　
但
三
田
以
北

の
各
駅
よ
り
西
ノ
宮
に
往
復
す
る
旅
客
に
限
る（11
（

　
〔
史
料
（
〕

汽
車
は
殊
更
に
同
地
〔
西
宮
〕
へ
の
便
利
を
計ママ
る
と
覚
え
た
り
。
山
陽
鉄
道
は

今
明
の
両
日
姫
路
以
東
の
各
駅
よ
り
西
宮
迄
の
連
絡
往
復
切
符
を
発
売
し
、
尚

姫
路
大
阪
間
に
臨
時
汽
車
を
加
へ
、
又
官
線
も
山
鉄
と
連
絡
を
取
り
西
宮
を
中

心
と
し
て
梅
田
（
大
阪
）
神
戸
の
両
駅
よ
り
臨
時
汽
車
を
運
転
す
る
事
と
成
れ

り
（
11
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
幹
線
（
官
鉄
と
山
陽
鉄
道
）
だ
け
で
な
く
内
陸
部
へ
の
鉄
道
路
線

も
拡
張
し
、
諸
鉄
道
が
協
同
し
て
積
極
的
に
参
詣
客
輸
送
に
あ
た
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
播
磨
と
い
っ
た
農
漁
村
地
帯
か
ら
の
旧
暦
十
日
戎
へ
の

参
詣
は
、
単
に
元
通
り
に
回
復
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
世
期
よ
り
も
活
性
化

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
に
加
え
て
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
も
多
数
訪
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
様
子
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
、
次
に
引
用
す

る
明
治
三
二
年
の
新
聞
記
事
で
あ
る
。

　
〔
史
料
（
〕

一
昨
日
〔
旧
正
月
九
日
の
宵
戎
〕
は
大
阪
、
神
戸
辺
よ
り
出
掛
く
る
普
通
の
参

詣
人
の
外
に
、
講
中
は
大
抵
泊
り
掛
け
な
れ
ば
同
町
二
十
二
軒
の
宿や
ど
や

屋
業
は
何

れ
も
客
を
以
つ
て
満
さ
れ
…
…
阪
鶴
鉄
道
の
便
に
て
丹
波
、
但
馬
其
他
よ
り
も

赤
毛
布
を
被
り
し
連
中
多
く
入
込
み
一
層
雑
沓
を
極
め
た
り
。

…
…
汽
車
は
数
回
の
臨
時
列
車
を
発
し
た
る
も
、
却なか
な
か々
乗
切
れ
ぬ
処
か
ら
我
一

に
乗
車
せ
ん
と
相
争
ふ
様
言
語
に
尽
さ
れ
ず
、
梅
田
停
車
場
の
雑
沓
実
に
非
常

な
り
き
（
11
（

。

　
つ
ま
り
、
西
宮
神
社
の
旧
暦
十
日
戎
は
改
暦
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
ど
こ
ろ
か
、
近

世
以
来
な
じ
み
が
深
い
農
漁
村
信
者
た
ち
に
阪
神
両
都
市
か
ら
の「
普
通
の
参
詣
人
」

も
加
わ
っ
て
、
む
し
ろ
賑
わ
い
を
増
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
発
展
ぶ
り
は
、

神
社
関
係
者
も
「
参
詣
人
年
一
年
増
加
ス
（
11
（

」
と
記
す
ほ
ど
、
目
に
見
え
て
明
ら
か
な

も
の
で
あ
っ
た
。



155

［明治・大正期の西宮神社十日戎］……平山 昇

　
第
三
節
　「
普
通
の
参
詣
人
」

　
こ
こ
で
、
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
、
す
な
わ
ち
史
料
（
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
普
通

の
参
詣
人
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
今
日
の
都
市
部
の
参
詣
行

事
で
大
多
数
を
占
め
る
参
詣
層
の
原
型
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。

　
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
農
漁
村
部
の
人
々
は
、
旧
暦
十
日
戎
に
は
参
詣
す
る
も
の

の
、
新
暦
十
日
戎
に
は
集
ま
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、

旧
暦
正
月
十
日
と
い
う
日
取
り
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、第
三
章
で
述
べ
る
明
治
末
年
の
動
向
か
ら
も
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
大
阪
の
人
々
に
つ
い
て
み
る
と
、
新
暦
十
日
戎
の
際
は
大
多
数

が
今
宮
神
社
に
、
ご
く
一
部
の
者
が
西
宮
神
社
に
参
詣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
ま
た
他
方
で
は
、
旧
暦
十
日
戎
の
際
に
も
少
な
か
ら
ぬ
人
々
が
西
宮
神
社
に
参

詣
し
た
。
つ
ま
り
、
都
市
部
か
ら
の
「
普
通
の
参
詣
人
」
に
と
っ
て
、
新
暦
と
旧
暦

の
区
別
は
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
正
月
十
日
と
い
う
日
取
り
さ
え
も
別
段
重
要
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
次
に
引
用
す
る
『
日
誌
』
と
新
聞
記
事
を
見
て
み
た
い
。

　
〔
史
料
（
〕

本
日
ハ
節
分
ト
日
曜
ト
合
シ
タ
レ
ハ
、
大
阪
地
方
ヨ
リ
ノ
参
拝
人
頗
ル
多
ク
、

午
后
大
ニ
賑
ハ
ヒ
タ
リ
（
11
（

。

　
〔
史
料
（
〕

前
日
の
宵
蛭
子
は
日
曜
日
の
事
と
て
岡
本
の
梅
見
が
て
ら
に
参
詣
す
る
者
多

く
、
大
阪
神
戸
は
勿
論
京
都
又
は
姫
路
等
よ
り
出
た
は
出
た
は
、
普
通
列
車
、

臨
時
列
車
に
溢
る
ヽ
許
り
に
て
雑
沓
の
為
に
乗
遅
る
ヽ
婦
女
子
も
少
か
ら
ざ

し
。
…
…
境
内
に
は
所
々
「
お
神
楽
を
上
げ
ま
す
」「
神
札
は
一
銭
よ
り
」「
御

神
体
は
此
処
か
ら
出
ま
す
」「
お
燈
明
を
上
げ
な
さ
い
」「
神
籤
を
授
け
ま
す
」

「
福
箸
は
如
何
」「
御
紋
入
り
の
盃
は
五
銭
」
と
袴
着
け
た
る
人
は
呼
か
け
居
り
、

吉
兆
、
福
俵
め
で
た
め
で
た
の
鯛
は
跳
る
が
如
く
、
慾
の
熊
鷹
な
ら
ぬ
熊
手
の

店
な
ど
所
狭
き
ま
で
推
列
び
声
々
に
呼
立
つ
る
賑
は
し
さ
や
か
ま
し
さ
、
実
に

言
語
に
絶
せ
り
（
11
（

。

　
こ
こ
で
は
、
日
曜
に
あ
た
っ
た
と
か
行
楽
の
つ
い
で
に
と
い
っ
た
理
由
で
都
市
部

か
ら
の
参
詣
客
が
多
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
日
誌
』・
新
聞
記
事
と
も
に
、
こ

の
よ
う
な
記
述
は
明
治
二
〇
年
代
以
降
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
史
料

（
に
あ
る
「
普
通
の
参
詣
人
」
と
は
、
十
日
戎
だ
か
ら
毎
年
必
ず
参
詣
す
る
と
い
う

慣
習
の
持
ち
主
と
い
う
よ
り
は
、
休
日
の
郊
外
行
楽
と
し
て
参
詣
し
て
、
つ
い
で
に

福
を
授
か
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
な
お
よ
し
、
と
い
っ
た
感
覚
の
人
々
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
史
料
（
か
ら
は
、
旧
暦
十
日
戎
が
そ
の
よ
う
な
行
楽
本
意

の
参
詣
客
を
十
分
に
ひ
き
つ
け
得
る
賑
や
か
な
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
参
詣
客
の
増
加
は
、
西
宮
神
社
だ
け
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で

は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
鉄
道
が
整
備
さ
れ
る
に
つ
れ
て
都
市
部
の
人
々
の
郊
外

行
楽
が
盛
ん
に
な
り
、
結
果
と
し
て
そ
の
つ
い
で
に
社
寺
を
訪
れ
る
人
が
多
く
な
る

と
い
う
の
が
当
時
の
関
東
・
関
西
の
都
市
圏
に
共
通
す
る
傾
向
で
あ
っ
た
（
11
（

。
大
阪
で

は
、
こ
の
傾
向
は
明
治
二
〇
年
代
以
降
鉄
道
路
線
が
相
次
い
で
開
業
し
て
い
く
（
11
（

な
か

で
徐
々
に
顕
著
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
状
況
の
一
端
は
、
明
治
三
六
年
の
旧
正
月
の

模
様
を
記
し
た
次
の
新
聞
記
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
史
料
中
の
「
住
吉
」
と
は
住

吉
神
社
、「
我
孫
子
」
と
は
我
孫
子
観
音
の
こ
と
で
あ
る
。

　
〔
史
料
（
〕

一
昨
日
は
旧
正
月
に
当
り
好
天
気
な
れ
ば
、
寒
さ
も
厭
は
ず
諸
方
へ
出
掛
け
た

る
者
多
し
。
中
に
も
南
海
鉄
道
の
三
日
間
の
汽
車
賃
割
引
に
引
か
れ
て
、
住
吉

我
孫
子
及
び
堺
の
大
濱
へ
水
族
館
の
建
物
を
見
が
て
ら
に
遊
散
せ
し
も
あ
り
（
11
（

。

　
第
四
節
　
神
社
に
よ
る「
普
通
の
参
詣
人
」へ
の
Ｐ
Ｒ

　
こ
の
よ
う
に
、
都
市
部
か
ら
郊
外
へ
と
繰
り
出
す
「
普
通
の
参
詣
人
」
た
ち
は
、
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特
定
の
社
寺
・
行
事
に
さ
ほ
ど
こ
だ
わ
ら
な
い
浮
動
層
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

の
人
々
が
少
し
で
も
多
く
西
宮
神
社
十
日
戎
に
足
を
運
ぶ
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、

何
ら
か
の
Ｐ
Ｒ
が
必
要
と
な
る
。
当
時
、
不
特
定
多
数
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
Ｐ
Ｒ

媒
体
と
い
え
ば
、
何
と
い
っ
て
も
新
聞
広
告
で
あ
ろ
う
。

　
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
官
鉄
は
旧
暦
十
日
戎
に
際
し
て
毎
年
運
賃
割
引
・
臨
時
列

車
増
発
を
行
っ
た
が
、
新
聞
広
告
に
関
し
て
は
、『
大
朝
』
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
第

二
節
で
触
れ
た
明
治
一
六
年
の
も
の
以
降
三
二
年
ま
で
し
ば
ら
く
途
絶
え
る
。
停
車

場
の
掲
示
な
ど
新
聞
広
告
以
外
の
媒
体
で
宣
伝
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、

少
な
く
と
も
、
主
要
参
詣
行
事
の
際
に
は
毎
年
欠
か
さ
ず
新
聞
広
告
を
掲
載
し
て
い

た
私
鉄
各
社
ほ
ど
は
熱
心
で
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
こ
で
む
し
ろ
注
目
し
た
い
の
は
、
西
宮
神
社
に
よ
る
広
報
活
動
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、「
普
通
の
参
詣
人
」
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
西

宮
神
社
は
明
治
二
三
年
か
ら
毎
年
欠
か
さ
ず
旧
暦
十
日
戎
の
広
告
を
新
聞
に
掲
載
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
広
告
掲
載
は
当
初
は
『
大
朝
』
の
み
で
あ
っ
た
が
、
二
五
年
か
ら
は
『
大
阪

毎
日
新
聞
』、
三
〇
年
か
ら
は
『
神
戸
又
新
日
報
』
に
も
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
1（
（

。

新
聞
を
通
じ
て
阪
神
両
都
市
の
人
々
に
向
け
て
十
日
戎
を
宣
伝
し
た
わ
け
で
あ
る
。

広
告
に
は
十
日
戎
神
事
執
行
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、「
当
日
坂ママ
神
間
臨
時
汽
車
出
発

　
賃
金
減
額
（
11
（

」
の
よ
う
に
官
鉄
の
臨
時
汽
車
・
運
賃
割
引
の
情
報
も
併
記
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
官
鉄
と
打
ち
合
わ
せ
て
出
し
た
と
い
う
形
跡
は
み
ら
れ
ず
、「
午
後
良
秀

永
田
ヲ
伴
ヒ
テ
上
阪
ス
。
…
…
朝
日
毎
日
両
新
聞
社
ヘ
広
告
依
頼
ノ
為
ナ
リ
（
11
（

」
と
い

う
記
録
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、西
宮
神
社
が
単
独
で
掲
載
し
た
広
告
と
み
ら
れ
る
。

　
明
治
三
二
年
に
は
同
神
社
の
広
報
活
動
が
よ
り
一
層
意
欲
的
な
も
の
に
な
る
。『
日

誌
』
の
記
録
を
み
て
み
た
い
。

　
〔
史
料
（0
〕

当
日
大
阪
毎
日
新
聞
ニ
当
社
由
来
記
ヲ
其
儘
附
録
ト
シ
テ
刷
出
シ
、
尚
売
子
数

名
ヲ
当
地
ニ
派
出
シ
テ
公
売
セ
シ
ム
。
…
…
右
広
告
的
由
来
書
ハ
大
ニ
世
上
一

般
ニ
効
力
ヲ
示
シ
タ
リ
。
明
年
ハ
朝
日
新
聞
ニ
向
ツ
テ
交
渉
ヲ
要
ス
ベ
シ
（
11
（

。

　
実
際
に
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
（
11
（

を
見
て
み
る
と
、
同
神
社
の
由
来
や
十
日
戎
を

含
む
年
間
の
主
な
祭
典
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
る
ご
と
二
頁
を
使
用
し
て
い

る
う
え
に
、
表
門
と
本
殿
の
絵
も
添
え
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
読
者
の
目
を
ひ
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
西
宮
神
社
は
、
新
聞
と
い
う
不
特
定
多
数
向
け
の
媒
体
を
通
じ

て
、
同
神
社
に
馴
染
み
が
薄
い
人
々
を
も
旧
暦
十
日
戎
に
呼
び
込
も
う
と
図
り
、「
大

ニ
世
上
一
般
ニ
効
力
ヲ
示
」
す
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
都
市
部
か
ら

の
「
普
通
の
参
詣
人
」
の
増
加
に
寄
与
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
西
宮
神
社
の
旧
暦
十
日
戎
は
、
単
に
細
々
と
残
存
し
た

わ
け
で
も
、
衰
微
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
鉄
道
路
線
の
拡
大
に
よ
っ
て
従
来
の

農
漁
村
部
の
エ
ビ
ス
信
者
た
ち
の
参
詣
が
活
性
化
し
た
の
み
な
ら
ず
、
都
市
部
か
ら

も
多
く
の
「
普
通
の
参
詣
人
」
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
神
社
側
は
こ

の
浮
動
層
を
呼
び
込
む
べ
く
新
聞
広
告
を
活
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
見
す
る
と

時
代
の
流
れ
か
ら
も
っ
と
も
縁
遠
い
よ
う
に
思
え
る
こ
の
伝
統
行
事
も
、
実
は
近
代

化
・
都
市
化
の
趨
勢
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
変
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
補
足
し
て
お
く
と
、
官
鉄
は
明
治
三
二
年
に
西
宮
旧
暦
十
日
戎
の
新
聞
広

告
を
復
活
さ
せ
、
以
後
毎
年
で
は
な
い
も
の
の
継
続
さ
せ
て
い
く
。
と
き
に
は
同
じ

紙
面
に
西
宮
神
社
と
官
鉄
の
広
告
が
両
方
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
（
11
（

。

第
二
章
　
阪
神
電
車
開
業
後
―
デ
ィ
ヴ
ェ
ロ
ッ
パ
ー
の
登
場

　
第
一
節
　
阪
神
電
車
の
開
業

　
大
阪
出
入
橋
と
神
戸
三
宮
を
結
ぶ
阪
神
電
車
が
開
業
し
た
の
は
、
明
治
三
八
年
四

月
一
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。
西
宮
神
社
か
ら
至
近
の
場
所
に
も
戎
停
車
場
が
設
置
さ

れ
た
。
こ
の
停
車
場
設
置
の
詳
細
な
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
三
四
年
の
社
務

日
誌
に
は
「
電
気
鉄
道
線
路
ヲ
可
成
南
門
前
ニ
敷
設
セ
ハ
、
将
来
神
社
隆
盛
ノ
一
端
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ト
モ
ナ
ラ
ン
ニ
付
、
交
渉
セ
ハ
如
何
」
と
い
う
関
係
者
の
提
案
を
う
け
て
、
神
社
職

員
が
阪
神
電
鉄
関
係
者
に
面
会
し
に
行
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
（
11
（

。
こ
の
こ
と
か
ら

も
、同
神
社
が
新
設
の
阪
神
電
車
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
す
で
に
旧
暦
十
日
戎
に
際
し
て
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
の
誘

引
を
図
っ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、こ
れ
は
ま
こ
と
に
自
然
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
官
鉄
と
そ
れ
に
接
続
す
る
私
鉄
各
社
は

旧
暦
十
日
戎
の
際
に
増
発
・
割
引
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
阪
神
電
車
の
デ
ィ

ヴ
ェ
ロ
ッ
パ
ー
的
と
も
い
え
る
集
客
戦
略
は
こ
れ
ら
従
来
の
鉄
道
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
阪
神
電
車
開
業
後
の
動
向
を
具
体
的
に
み
て
い
き
た

い
。

　
第
二
節
　
新
暦
十
日
戎
―「
電
車
に
よ
つ
て
開
拓
さ
れ
た
祭
り
」―

　
既
述
の
通
り
、
明
治
二
〇
年
代
以
降
は
、
旧
暦
十
日
戎
の
み
が
賑
わ
う
と
い
う
状

況
が
続
い
て
い
た
。
諸
鉄
道
も
旧
暦
十
日
戎
の
際
に
は
臨
時
汽
車
運
行
・
運
賃
割
引
・

新
聞
広
告
な
ど
の
対
応
を
し
た
が
、
新
暦
十
日
戎
に
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
関

心
を
示
さ
な
か
っ
た
（
11
（

。
つ
ま
り
、
確
実
に
輸
送
需
要
が
見
込
め
る
行
事
に
便
乗
し
て

収
益
増
加
を
図
る
と
い
う
姿
勢
は
あ
る
も
の
の
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
特
に
何
も
し
な

い
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
鉄
道
が
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
か
ぎ
り
は
、
祭
典
は
あ
く
ま
で
も
神
社
主
導
で
あ
り
、
鉄
道
は
単
に
参
詣
客

を
輸
送
す
る
交
通
機
関
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
新
し
く
登
場
し
た
阪
神
電
車
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

開
業
翌
年
の
明
治
三
九
年
、
阪
神
電
車
は
「
全
線
半
賃
」
の
触
れ
込
み
で
、
長
ら
く

忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
西
宮
新
暦
十
日
戎
を
宣
伝
し
た
の
で
あ
る
（
11
（

。
し
か
も
、
お
そ
ら

く
は
同
電
車
の
よ
び
か
け
に
応
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
新
聞
社
が
「
福
神
像
授

与
」
を
す
る
と
い
う
オ
マ
ケ
ま
で
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
（
11
（

。

　
こ
の
よ
う
に
大
々
的
な
客
寄
せ
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
は
た
し
て
西
宮
新
暦
十

日
戎
は
前
年
ま
で
の
不
人
気
が
嘘
の
よ
う
に
思
え
る
ほ
ど
の
大
変
な
賑
わ
い
と
な
っ

た
。

　
〔
史
料
（（
〕

西
の
宮
の
蛭
子
神
社
に
て
は
例
年
旧
暦
の
十
日
蛭
子
の
外
に
今
年
は
新
暦
に
て

臨
時
祭
を
執
行
し
た
る
が
、
金
銀
の
蛭
子
の
当
福
や
〔
阪
神
〕
電
車
の
全
線
半

賃
と
い
ふ
に
、
イ
ヤ
出
た
は
出
た
は
、
九
日
の
午
後
か
ら
十
日
に
掛
け
て
電
車

は
上
り
下
り
と
も
満
員
の
札
を
掲
げ
、
出
入
橋
の
出
札
所
の
如
き
は
待
合
所
よ

り
遠
く
長
蛇
の
陣
を
造
れ
り
（
1（
（

。

　
き
わ
め
て
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
前
後
（
三
八
・
三
九
年
）
の
社
務
日
誌
は
現
存

し
て
い
な
い
。筆
者
と
し
て
は
切
歯
扼
腕
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。た
だ
、前
述
の
通
り
、

西
宮
神
社
は
旧
暦
十
日
戎
の
新
聞
広
告
は
出
し
て
い
た
も
の
の
、
新
暦
十
日
戎
の
新

聞
広
告
は
一
切
行
っ
て
お
ら
ず
、『
日
誌
』
を
み
て
も
新
暦
十
日
戎
を
盛
り
上
げ
よ

う
と
し
た
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
も
、
こ
の
新
暦
十
日
戎

が
阪
神
電
車
側
の
主
導
で
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
そ
れ

は
、
次
の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
新
聞
記
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
新

聞
記
事
は
今
宮
神
社
の
十
日
戎
の
景
況
に
つ
い
て
報
じ
る
記
事
で
あ
る
が
、
そ
の
な

か
で
西
宮
神
社
（「
西
の
宮
の
兄
弟
分
」）
の
新
暦
十
日
戎
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
〔
史
料
（（
〕

世
智
辛
き
は
人
間
社
会
の
流
行
ば
か
り
で
は
な
い
も
の
と
見
え
て
、
毎
年
旧
暦

正
月
の
十
日
に
は
開
運
の
お
守
授
け
ら
れ
る
例
の
西
の
宮
の
兄
弟
分
が
、
何
処

の
誰
に
お
だ
て
ら
れ
て
か
此
九
日
十
日
に
今
宮
と
競
争
の
祭
礼
執
行
あ
る
由
（
11
（

。

　
当
時
の
新
聞
読
者
に
は
、「
何
処
の
誰
」
が
阪
神
電
車
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、数
年
後
の
新
聞
記
事
で
あ
る
が
、

「
電
車
に
よ
つ
て
開
拓
さ
れ
た
祭
り
ゆ
ゑ
何
事
も
電
車
本
位
（
11
（

」
と
い
っ
た
身
も
蓋
も

無
い
表
現
さ
え
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
下
火
に
な
っ
て
い
た
西
宮
神
社
の
新
暦
十
日
戎
は
、
阪

神
電
車
主
導
で
「
開
拓
」
さ
れ
、
一
転
し
て
多
く
の
参
詣
客
で
賑
わ
う
行
事
に
な
っ
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た
。
そ
し
て
こ
の
成
功
を
受
け
て
、
阪
神
電
車
は
翌
年
以
降
も
積
極
的
に
宣
伝
に
努

め
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
大
阪
・
神
戸
の
両
都
市
部
の
人
々

で
あ
っ
た
。
翌
年
の
『
日
誌
』
を
み
て
み
る
と
、
阪
神
電
車
が
両
都
市
に
む
け
て
盛

ん
な
宣
伝
を
行
い
、
そ
れ
に
ひ
か
れ
て
多
数
の
参
詣
客
が
訪
れ
た
様
子
が
詳
細
に
記

さ
れ
て
い
る
。

　
〔
史
料
（（
〕

電
鉄
会
社
ハ
三
日
間
阪
神
ヨ
リ
当
所
ヘ
往
復
賃
金
半
減
ノ
上
、
三
日
間
大
神
楽

ヲ
奉
納
、
一
日
弐
拾
円
分
神
楽
料
祭
典
ノ
際
奏
上
シ
、
終
日
神
楽
処
ニ
テ
舞
奏

セ
シ
ム
。
右
各
新
聞
紙
ヘ
広
告
、
外
ニ
阪
神
両
市
ニ
大
々
的
広
告
ヲ
ナ
セ
シ
ヲ

以
テ
、
朝
来
賽
者
多
シ
。
且
大
阪
ヨ
リ
恵
方
ニ
当
ル
ヲ
以
テ
大
ニ
人
気
ヲ
引
立

タ
リ
。
戎
停
車
場
ニ
ハ
二
棟
ノ
待
合
所
ヲ
新
設
シ
、
数
十
ノ
電
燈
ヲ
点
火
、
美

歓
ヲ
添
ヘ
タ
リ
。
…
…
夜
十
一
時
迄
絶
エ
ズ
参
詣
者
ア
リ
。
本
日
ハ
非
常
ノ
盛

況
ニ
終
ル
（
11
（

。

　
翌
四
一
年
に
掲
載
さ
れ
た
新
聞
広
告
を
み
る
と
、
前
年
に
行
な
っ
た
往
復
割
引
や

神
楽
に
加
え
て
、「
参
詣
者
に
は
参
万
人
を
限
り
福
御
守
札
（
無
料
）
授
け
ら
る
べ
し
」

と
い
う
新
し
い
目
玉
も
登
場
し
、
ず
い
ぶ
ん
と
楽
し
そ
う
な
参
詣
行
事
と
し
て
宣
伝

さ
れ
て
い
る
（
図
（
）。
し
か
も
、
エ
ビ
ス
に
ゆ
か
り
が
深
い
鯛
を
背
景
に
、
阪
神

電
車
の
社
章
を
染
め
た
服
を
着
た
エ
ビ
ス
が
「
阪
」「
神
」「
電
」「
車
」
と
書
か
れ

た
扇
を
も
つ
と
い
う
イ
ラ
ス
ト
に
な
っ
て
お
り
、
読
者
の
目
を
ひ
こ
う
と
す
る
工
夫

が
よ
く
感
じ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
大
切
な
エ
ビ
ス
様
を
あ
た
か
も
阪
神
電
車
の
イ

メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
都
合
よ
く
用
い
ら
れ
て
、
神
社
関
係

者
は
如
何
に
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
阪
神
電
車
が
右
の
よ
う

な
宣
伝
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
社
境
内
の
こ
と
に
も
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
右
の
史
料
（（
に
あ
る
通
り
、
阪
神
電
車
は
新
暦
十
日
戎

の
際
、
費
用
を
投
じ
て
終
日
境
内
で
神
楽
を
舞
奏
さ
せ
た
。
こ
れ
が
行
楽
本
位
の
参

詣
客
向
け
の
演
出
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
神
楽
が
舞
奏
さ
れ
て
い
る
と
も

な
れ
ば
、
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
い
雰
囲
気
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
参
詣
客

を
楽
し
ま
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
明
治
四
二
年
に
な
る
と
、
都
市
部
か
ら
の

参
詣
客
が
夜
間
遅
く
ま
で
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
う
け
て
、
西
宮
神
社
で
は

「
電
鉄
会
社
ヨ
リ
ノ
交
渉
ニ
依
リ
九
日
十
日
両
夜
ト
モ
十
一
時
迄
点
灯
、
本
殿
拝
殿

其
他
一
切
ニ
テ
参
者
ノ
便
ニ
供
ス
（
11
（

」
と
い
う
対
応
を
と
っ
た
。
都
市
部
の
人
々
が
よ

り
一
層
参
詣
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
、
阪
神
電
車
が
神
社
に
は
た
ら
き
か
け
を
行
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
在
来
の
諸
鉄
道
に
は
お
よ
そ
見
ら
れ
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
暦
十
日
戎
に
便
乗
し
て
増
発
や
割
引
を
す
る
こ
と
は

あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
神
社
の
外
部
で
行
う
こ
と
で
あ
り
、
参
詣
の
現

場
そ
の
も
の
を
ど
う
こ
う
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
阪
神
電
車
の
あ
の
手
こ
の
手
の
Ｐ
Ｒ
・
演
出
に
よ
っ
て
、
ほ
ど
な
く

し
て
新
暦
十
日
戎
は
旧
暦
十
日
戎
に
も
ひ
け
を
と
ら
ぬ
ほ
ど
賑
わ
う
よ
う
に
な
っ

た
。
例
え
ば
、
出
店
・
見
世
物
に
つ
い
て
み
る
と
、
は
じ
め
は
旧
暦
十
日
戎
の
と
き

図1　阪神電車の広告（『大朝』明治 （（ 年 （月（日）
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ほ
ど
の
数
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
（
11
（

、
わ
ず
か
二
年
後
に
は
「
境
内
出
店
ハ
本
年
ヨ
リ

非
常
ニ
増
加
、
旧
大
祭
ト
殆
ト
同
様
ノ
観
ナ
リ
（
11
（

」
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。
神
社
関

係
者
も
参
詣
客
へ
の
対
応
が
相
当
に
忙
し
く
な
っ
た
と
実
感
し
た
ら
し
く
、『
日
誌
』

に
は
「
明
年
ヨ
リ
ハ
旧
大
祭
ノ
例
ニ
慣
ヒ
祭
典
ヲ
早
メ
テ
祭
典
後
開
門
ノ
事
。
依
テ

五
時
三
十
分
迄
ニ
祭
典
ヲ
終
ル
ベ
シ
（
11
（

」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
み
た
よ
う
に
、新
暦
十
日
戎
は
阪
神
電
車
の
主
導
に
よ
っ
て
「
開
拓
」
さ
れ
、

都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
を
中
心
に
賑
わ
い
を
増
し
て
い
っ
た
。
こ
の
経
過
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
阪
神
電
車
の
登
場
は
、
た
だ
単
に
西
宮
神
社
に
ア
ク
セ
ス
す
る
交
通

機
関
が
一
つ
増
え
た
と
い
う
程
度
の
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
阪
神
電

車
は
既
存
の
人
気
行
事
に
便
乗
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
新
た
に
行
事
を
「
開
拓
」
し

た
。
し
か
も
、
都
市
部
か
ら
の
行
楽
客
に
あ
わ
せ
て
神
社
境
内
に
も
工
夫
を
ほ
ど
こ

す
、あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
神
社
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。

単
な
る
交
通
機
関
で
は
な
く
、
沿
線
デ
ィ
ヴ
ェ
ロ
ッ
パ
ー
と
し
て
の
性
格
が
強
い
鉄

道
会
社
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
節
　
旧
暦
十
日
戎
―
阪
神
電
車
と
国
鉄
（
（4
（

の
競
争
―

　
そ
れ
で
は
、
旧
暦
十
日
戎
の
動
向
は
阪
神
電
車
開
業
後
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
。
実
は
、
新
暦
十
日
戎
が
賑
わ
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
旧
暦
十
日
戎

が
衰
退
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
以
前
よ
り
も
賑
わ
い
を
増
し
て
い
っ
た
。

　
ま
ず
、
開
業
翌
年
の
三
九
年
で
あ
る
が
、
阪
神
電
車
は
新
暦
十
日
戎
同
様
に
旧
暦

十
日
戎
の
宣
伝
も
行
っ
た
。
そ
の
広
告
文
句
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
ど
う
い

う
わ
け
か
新
暦
十
日
戎
の
広
告
に
は
な
か
っ
た
エ
ク
ス
ク
ラ
メ
ー
シ
ョ
ン
マ
ー
ク
が

多
用
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
史
料
（（
〕

　
　
西
宮
十
日
蛭
子
!!!

　
　
往
復
切
符
発
売
!!!

　
　
不
停
車
停
留
場
!!!

　
　
二
月
二
、三
、四
の
三
日
間

　
　
西
宮
十
日
蛭
子
祭
り
　
蛭
子
停
車
場
は
神
社
に
接
近

　
　
三
日
共
往
復
切
符
を
発
売
す（11
（

　『
大
朝
』
は
「
明
三
日
は
西
宮
の
十
日
戎
な
り
。
今
年
は
電
鉄
の
便
利
も
あ
り
官

線
汽
車
の
方
も
用
意
せ
る
由
な
れ
ば
参
詣
の
群
集
想
ひ
や
る
べ
し
（
1（
（

」と
予
想
し
た
が
、

は
た
し
て
そ
の
通
り
、「
朝
よ
り
参
詣
非
常
に
多
く
、
電
車
を
初
め
蛭
子
神
社
附
近

は
先
月
の
臨
時
祭
〔
新
暦
十
日
戎
〕
以
上
の
雑
沓
を
呈
し
（
11
（

」
た
。
電
車
に
「
開
拓
」

さ
れ
て
新
た
に
賑
わ
う
よ
う
に
な
っ
た
新
暦
十
日
戎
だ
け
で
な
く
、
も
と
も
と
相
応

に
賑
わ
っ
て
い
た
旧
暦
十
日
戎
も
さ
ら
に
賑
わ
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

新
旧
両
方
の
十
日
戎
を
合
わ
せ
れ
ば
、
参
詣
客
は
相
当
に
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。

神
社
の
ふ
と
こ
ろ
も
さ
ぞ
か
し
潤
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
旧
暦
十
日
戎
の
賑
わ
い
は
そ
の
後
も
さ
ら
に
増
し
て
い
く
。
翌
四
〇
年
の
日
誌
を

見
て
み
た
い
。

　
〔
史
料
（（
〕

九
日
十
日
両
日
共
未
曾
有
ノ
群
参
、
特
ニ
十
日
ノ
盛
況
筆
紙
ニ
尽
〔
シ
〕
ガ
タ

シ
。
午
前
十
時
頃
ヨ
リ
午
後
四
時
迄
辛
門
内
立
錐
ノ
地
ナ
シ
。
西
辛
門
出
口
ハ

身
動
キ
モ
出
来
ズ
…
…
思
フ
ニ
古
来
斯
ノ
如
キ
大
盛
況
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
（
11
（

。

　
実
際
の
参
詣
客
数
は
不
明
な
が
ら
、
旧
暦
十
日
戎
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
大
盛
況

と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
も
、
翌
四
一
年
に
は
国
鉄
が
阪
神
電
車
へ
の
対
抗
策
に
本
腰
を
入
れ
る
よ
う

に
な
る
。
例
え
ば
、
阪
神
電
車
に
刺
激
さ
れ
た
た
め
か
、
国
鉄
は
こ
の
年
初
め
て
イ

ラ
ス
ト
付
き
の
広
告
で
旧
暦
十
日
戎
を
宣
伝
し
た
（
図
（
）。
こ
の
広
告
が
従
来
の

も
の
と
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
か
は
、
前
年
の
広
告
（
図
（
）
と
見
比
べ
て
み
れ
ば
一
目

瞭
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
広
告
で
も
告
知
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
鉄
は
こ

の
年
は
じ
め
て
臨
時
の
「
ゑ
び
す
駅
」
を
設
置
し
た
。
こ
れ
は
、
阪
神
電
車
の
戎
停

車
場
が
国
鉄
西
宮
駅
よ
り
も
神
社
に
近
い
位
置
に
あ
る
こ
と
に
対
抗
す
る
た
め
で

あ
っ
た
。
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両
者
の
サ
ー
ビ
ス
合
戦
は
ま
す
ま
す
過
熱
し
て
い
く
。
翌
四
二
年
、
ま
ず
阪
神
電

車
が
広
告
に
「
電
車
は
一
分
毎
に
発
車
し
ま
す
（
11
（

」
と
記
載
し
、
国
鉄
が
真
似
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
フ
リ
ー
ク
ェ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
を
前
面
に
だ
し
た
。
さ
ら
に
、「
え
び

す
停
留
場
を
装
飾
し
、
夜
間
は
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
を
点
じ
、
乗
客
休
憩
所
に
は
幔

幕
を
張
つ
め
暖
炉
を
設
け
湯
茶
の
接
待
を
な
す
（
11
（

」
と
い
う
徹
底
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

　
対
す
る
国
鉄
も
負
け
て
は
い
ら
れ
な
い
。

　
〔
史
料
（（
〕

夜
は
阪
神
電
鉄
が
戎
停
留
所
に
二
十
余
個
の
ア
ー
ク
燈
に
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ヨ
ン

の
装
飾
を
施
し
景
気
を
添
ゆ
る
と
の
事
を
聞
き
、
鉄
道
院
〔
国
鉄
〕
に
て
も
戎

の
仮
ス
テ
ー
シ
ヨ
ン
に
元
山
陽
〔
山
陽
鉄
道
〕
の
蓄
電
車
を
運
び
来
り
、
無
数

の
色
電
燈
を
点
じ
、
此
の
外
四
個
の
ル
ツ
ク
ス
燈
を
掲
げ
た
れ
ば
、
中
々
に
壮

観
な
り
し
（
11
（

。

当
時
、
夜
間
に
多
数
の
電
燈
を
照
ら
す
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
人
々
の
目
を
大
い

に
楽
し
ま
せ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
の
現
場
で
の
客
引
き
合
戦
の
様
子
は
、
次
に

引
用
す
る
新
聞
記
事
が
生
き
生
き
と
伝
え
て
く
れ
る
。

　
〔
史
料
（（
〕

鉄
道
院
に
て
は
道
筋
の
要
所
々
々
に
「
汽
車
乗
場
は
こ
ち
ら
」
と
貼
紙
せ
し
外
、

本
通
を
札
場
筋
の
突
当
に
汽
車
の
時
間
表
を
掲
げ
、
此
処
に
駅
員
交
代
に
て
出

張
し
て
客
を
引
け
ば
、
電
車
も
な
か
な
か
負
け
て
居
ら
ず
、
境
内
社
殿
の
脇
に

「
電
車
の
乗
場
に
は
（
銭
い
ら
ず
）
だ
ん
ろ
と
湯
茶
の
備
あ
り
」
と
大
書
し
て

貼
紙
し
、
又
汽
車
乗
場
に
通
ず
る
今
在
家
の
踏
切
に
は
「
電
車
は
一
分
毎
に
発

車
ま
つ
せ
わ
な
し
」
と
立
札
し
て
乗
客
の
吸
集
策
、
何
事
も
勉
強
の
世
と
凄
ま

じ
か
り
し
（
11
（

。

　
仮
に
国
鉄
で
は
な
く
私
鉄
で
あ
れ
ば
、
間
違
い
な
く
阪
神
電
車
が
参
入
し
た
三
九

年
か
ら
早
速
対
抗
策
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
す
ぐ
に
対
抗
策
を
と
ら
な
か
っ

た
の
は
、
い
か
に
も
国
鉄
ら
し
い
。
し
か
し
、
阪
神
電
車
が
大
々
的
に
客
寄
せ
を
す

る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
さ
す
が
の
国
鉄
も
た
だ
指
を
く
わ
え
て
だ
ま
っ
て
見

図2　国鉄の広告（『大朝』明治 （（ 年 （月（日）図3　国鉄の広告（『大朝』明治 （0 年 （月（日）
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て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
み
た
よ
う
に
、
阪
神
電
車
と
い
う
デ
ィ
ヴ
ェ
ロ
ッ
パ
ー
的
な
性
格
が
強
い
私

鉄
の
登
場
に
よ
っ
て
、
西
宮
神
社
で
は
あ
ら
た
に
新
暦
十
日
戎
が
「
開
拓
」
さ
れ
、

都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
で
賑
わ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
阪
神
電
車
は

旧
暦
十
日
戎
で
も
盛
ん
に
集
客
を
行
な
い
、
空
前
の
賑
わ
い
を
も
た
ら
し
た
。
あ
り

て
い
に
言
え
ば
、
阪
神
電
車
に
と
っ
て
は
、
新
暦
で
あ
ろ
う
が
旧
暦
で
あ
ろ
う
が
運

賃
収
入
が
増
え
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
旧
暦
十
日
戎

の
方
で
は
国
鉄
を
競
争
に
引
き
ず
り
だ
し
、
両
者
の
間
で
激
し
い
サ
ー
ビ
ス
競
争
が

起
こ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
行
事
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
し
て
の
性
格
を
強

め
、
ま
す
ま
す
多
く
の
行
楽
客
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
明
治
四
三
年
の「
旧
暦
廃
止
」以
後

　
第
一
節
　
明
治
四
三
年
の「
旧
暦
廃
止
」

　
改
暦
と
い
え
ば
先
行
諸
研
究
で
は
も
っ
ぱ
ら
明
治
六
年
（
明
治
五
年
末
）
の
改
暦

が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
明
治

四
三
年
か
ら
政
府
は
官
暦
へ
の
旧
暦
併
記
を
廃
止
し
た
。
こ
の
改
正
は
、「
太
陰
暦

廃
止
（
11
（

」、「
旧
暦
廃
止
（
11
（

」、「
新
暦
施
行
（
11
（

」（
！
）
と
称
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
今
度
こ
そ
本
当
に
旧
暦
廃
止
と
い
う
印
象
を
人
々
に
与
え
た
重
要
な
改
正
で

あ
っ
た
。
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
様
々
な
影
響
・
混
乱
が
生
じ
た
が
、
な
か
で
も
社
寺

行
事
は
西
宮
十
日
戎
の
よ
う
に
旧
暦
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
た

め
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
新
聞
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
多
く
の
社
寺
は
従
来
の
旧
暦
の
日
取
り
を
そ
の
ま
ま

新
暦
に
移
行
し
た
と
み
ら
れ
る
（
1（
（

。
西
宮
神
社
の
関
係
者
た
ち
も
、
今
度
ば
か
り
は
さ

す
が
に
旧
暦
十
日
戎
の
ま
ま
で
継
続
す
る
の
は
具
合
が
悪
い
と
認
識
し
た
よ
う
で
、

祭
日
を
変
更
す
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
、
新
暦
十
日
戎
へ
の
一
本
化
で
は
な
く
、

新
暦
十
日
戎
を
従
来
通
り
行
な
う
と
と
も
に
、
旧
暦
十
日
戎
の
代
わ
り
に
月
遅
れ
の

二
月
十
日
を
本
来
の
十
日
戎
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
11
（

。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が

思
わ
ぬ
事
態
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
節
　
新
暦
十
日
戎

　
ま
ず
、
新
暦
十
日
戎
で
あ
る
が
、
こ
の
年
か
ら
国
鉄
と
阪
神
電
車
が
サ
ー
ビ
ス
競

争
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
鉄
は
明
治
四
一
年
か
ら
旧

暦
十
日
戎
に
際
し
て
阪
神
電
車
と
競
争
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
新
暦
十
日
戎
で

は
目
立
っ
た
対
抗
措
置
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
。
後
に
引
用
す
る
新
聞
記
事
（
史
料

（（
）
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
四
三
年
の
改
正
に
よ
っ
て
旧
暦
十
日
戎
か
ら
新
暦
十
日

戎
に
参
詣
の
比
重
が
移
る
と
予
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
国
鉄
は
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
よ

う
や
く
新
暦
十
日
戎
に
本
腰
を
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
の
阪
神
電
車
と
国
鉄
の
サ
ー
ビ
ス
合
戦
の
様
子
は
、
次
の
新
聞
記
事
が

記
す
よ
う
に
前
年
ま
で
の
旧
暦
十
日
戎
と
ま
っ
た
く
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
〔
史
料
（（
〕

阪
神
電
車
は
西
宮
初
戎
〔
新
暦
十
日
戎
〕
に
就
き
九
、十
、十
一
の
三
日
間
車
輌

を
増
発
し
、
十
日
の
本
祭
当
日
は
往
復
八
百
七
十
四
回
の
運
転
を
な
し
、
賃
金

は
大
阪
神
戸
よ
り
西
宮
ゑ
び
す
行
往
復
十
六
銭
に
割
引
を
な
し
、
同
停
留
場
に

は
幔
幕
を
張
り
、
夜
は
無
数
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
に
景
気
を
附
け
、
西
部
鉄

道
管
理
局
〔
国
鉄
〕
に
て
も
昨
年
迄
は
旧
十
日
戎
だ
け
今
在
家
（
神
社
裏
手
）

の
鉄
道
側
に
仮
停
車
場
を
設
け
て
電
車
の
向
ふ
を
張
り
た
れ
ど
、
今
年
は
九
十

両
日
の
人
出
を
予
想
せ
し
か
仮
停
車
場
設
備
の
上
、ネ
ツ
ク
ス
燈
、イ
ル
ミ
ネ
ー

シ
ヨ
ン
を
施
し
て
、
花
々
し
く
競
争
的
に
参
詣
人
の
便
利
を
与
ふ
る
よ
し
（
11
（

。

　
は
た
し
て
結
果
は
と
い
え
ば
、
次
の
新
聞
記
事
が
報
じ
る
よ
う
に
「
郊
外
散
策
」

を
求
め
る
都
市
部
の
人
々
が
つ
め
か
け
て
、
空
前
の
大
盛
況
と
な
っ
た
。

　
〔
史
料
（（
〕

昨
日
は
日
曜
に
て
郊
外
散
策
の
地
を
求
む
る
者
多
き
上
に
、
今
年
は
大
阪
よ
り
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の
恵
方
に
当
る
事
と
て
、
西
宮
戎
神
社
の
初
祭
は
実
に
大
当
り
で
あ
つ
た
。
汽

車
も
電
車
も
前
年
以
上
の
人
出
を
予
期
し
て
夫
々
其
の
心
構
へ
を
し
て
ゐ
た
が

…
…
午
後
一
時
頃
よ
り
は
刻
々
人
足
殖
え
て
、
ノ
ベ
ツ
幕
な
し
に
運
転
す
る
往

復
の
電
車
は
悉
く
満
載
と
な
り
、
戎
停
留
場
で
は
発
車
毎
に
取
残
さ
れ
る
客
が

多
か
つ
た
。
神
殿
は
〔
旧
暦
〕
十
日
戎
の
時
と
同
様
神
楽
巫
女
の
鈴
の
音
絶
え

ず
響
い
て
心
耳
を
す
ま
し
「
例
年
の
福
守
は
こ
れ
か
ら
出
ま
す
」
と
正
装
の
世

話
役
声
を
限
り
に
呼
立
て
る
の
で
、
参
詣
人
は
先
を
競
う
て
波
の
如
く
に
押
し

よ
せ
一
時
は
危
険
を
感
ず
る
程
で
あ
つ
た
（
11
（

。

　
こ
の
と
き
の
賑
わ
い
に
は
神
社
関
係
者
も
「
新
暦
十
日
祭
ト
シ
テ
ハ
空
前
ノ
盛

況
（
11
（

」
と
驚
嘆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、『
日
誌
』
が
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
た
い
。

　
〔
史
料
（0
〕

本
年
参
詣
人
ノ
多
カ
リ
シ
ハ
、
好
天
気
ト
大
阪
ヨ
リ
恵
方
ニ
当
レ
ル
ニ
依
ル
ハ

申
迄
モ
ナ
ケ
レ
ド
、
当
年
ヨ
リ
旧
暦
廃
止
ノ
結
果
従
来
ノ
旧
十
日
大
祭
ハ
廃
セ

ラ
レ
テ
新
十
日
祭
ニ
改
正
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
誤
解
セ
シ
向
モ
多
数
見
受
ケ
タ

リ
（
11
（

。

　
つ
ま
り
、
神
社
側
と
し
て
は
旧
暦
十
日
戎
を
月
遅
れ
の
二
月
十
日
戎
に
移
行
し
て

最
も
重
要
な
行
事
に
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
参
詣
客
の
中
に
は
新
暦
十
日

戎
に
一
本
化
さ
れ
た
と
思
っ
た
人
が
多
数
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
そ
の
よ
う
に
す
る

社
寺
が
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
「
誤
解
」
し
て
し
ま
う
の
は
無
理

も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
新
暦
十
日
戎
は
す
で
に
阪
神
電
車
に
よ
る
「
開
拓
」
に
よ
っ
て
相
当
に
賑
わ
う
よ

う
に
な
っ
て
い
た
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
年
か
ら
は
、
阪
神
電
車
と
国
鉄

の
サ
ー
ビ
ス
合
戦
に
加
え
て
、
前
年
ま
で
旧
暦
十
日
戎
に
参
詣
し
て
い
た
客
が
多
数

合
流
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
空
前
ノ
盛
況
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
史

料
（（
・
（0
か
ら
は
こ
の
参
詣
客
の
中
身
が
主
と
し
て
都
市
部
の
人
々
で
あ
っ
た
と
察

せ
ら
れ
る
（
農
漁
村
部
信
者
の
動
向
に
つ
い
て
は
後
述
）。
つ
ま
り
、
前
年
ま
で
新

暦
十
日
戎
と
旧
暦
十
日
戎
に
分
散
し
て
い
た
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
が
新
暦
十
日
戎

に
収
束
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
節
　
二
月
十
日
戎
と
旧
暦
十
日
戎

　
そ
れ
で
は
、
一
ヵ
月
後
の
月
遅
れ
の
二
月
十
日
戎
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
神
社
は

大
祭
が
二
月
十
日
に
変
更
に
な
っ
た
こ
と
を
告
知
す
る
新
聞
広
告
を
出
し
（
11
（

、
阪
神
電

車
・
国
鉄
も
増
発
・
割
引
の
広
告
を
出
し
た
（
11
（

。
と
こ
ろ
が
、宵
戎
に
あ
た
る
九
日
は「
参

詣
人
寥
々
、
殆
ト
平
日
ト
異
ラ
ズ
。
一
同
意
外
ノ
感
ニ
打
タ
レ
…
…
夜
モ
早
ク
門
ヲ

閉
ザ
シ
八
時
全
ク
終
了
セ
リ
」
と
い
う
状
況
で
、
肝
心
の
十
日
も
全
く
の
空
振
り
に

終
わ
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。『
日
誌
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
〔
史
料
（（
〕

本
年
ヨ
リ
暦
面
ニ
太
陰
暦
記
載
ヲ
廃
止
シ
新
暦
ヲ
励
行
セ
ラ
ル
ヽ
事
ト
ナ
リ
シ

ヲ
以
テ
、
当
社
年
中
ノ
祭
典
行
事
ヲ
改
メ
ス
ベ
テ
一
ヶ
月
送
リ
ト
改
正
シ
、
本

日
ヲ
以
テ
旧
正
月
十
日
大
祭
ヲ
執
行
ス
ル
事
ト
セ
リ
。
是
ヲ
以
テ
一
般
ニ
普
ク

熟
知
セ
シ
ム
ル
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
以
テ
、
本
月
一
日
二
日
両
日
ニ
渉
リ
各
新
聞
紙

ヲ
以
テ
講
社
員
及
信
徒
ニ
予
告
シ
、
更
ニ
七
日
八
日
九
日
三
日
間
阪
神
全
部
ノ

新
聞
ニ
広
告
セ
リ
。
于
然
意
外
ニ
モ
参
者
三
日
間
ヲ
通
シ
テ
平
年
ノ
拾
分
ノ
一

位
ノ
少
数
ニ
テ
前
代
未
聞
ノ
一
日
ニ
属
シ
、
一
同
無
念
ノ
外
ナ
カ
リ
シ
。
…
…

三
丹
洲
〔
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
〕
信
者
ハ
一
人
ノ
参
者
モ
ナ
カ
リ
シ
。
聞
ク
処

ニ
依
レ
ハ
本
月
二
十
日
祭
即
チ
旧
十
日
祭
当
日
ニ
参
詣
ス
ル
由
各
村
申
合
セ
シ

処
モ
ア
リ
ト
カ
。
兎
モ
角
モ
案
外
千
万
ノ
状
況
ナ
リ
キ
（
11
（

。

　
神
社
が
驚
い
た
こ
と
に
は
、
農
漁
村
地
帯
で
あ
る
「
三
丹
洲
」
か
ら
の
参
詣
は
皆

無
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
引
き
算
で
考
え
れ
ば
参
詣
し
た
の
は
都
市
部
の
人
々

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
「
平
年
ノ
拾
分
ノ
一
位
ノ
少
数
」
と
い
う
有
様

で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
都
市
部
の
人
々
の
多
く
は
す
で
に
前
月
の
新
暦
十
日
戎

を
満
喫
し
て
い
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
二
月
十
日
戎
に
参
詣
し
よ
う
と
す
る
人
は
少

数
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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そ
し
て
、旧
暦
正
月
一
〇
日
に
あ
た
る
二
月
二
〇
日
は
、次
の
よ
う
な
状
況
と
な
っ

た
。

　
〔
史
料
（（
〕

昨
今
ハ
旧
正
月
十
日
祭
ニ
相
当
ス
ル
ヲ
以
テ
参
者
多
カ
ル
ベ
シ
ト
ノ
予
想
ヲ
以

テ
境
内
出
店
等
旧
大
祭
ト
同
様
多
数
ア
リ
。
于
然
平
年
ノ
三
分
ノ
一
ニ
モ
足
ラ

ズ
。
殊
ニ
阪
神
ヨ
リ
ノ
参
詣
ハ
皆
無
ニ
シ
テ
三
丹
洲
ノ
人
ノ
ミ
ナ
リ
（
11
（

。

史
料
（（
の
最
後
に
記
さ
れ
た
伝
聞
情
報
の
通
り
、
農
漁
村
部
の
人
々
は
、
神
社
関
係

者
の
意
図
に
は
お
構
い
な
し
に
、
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
（
お
そ
ら
く
は
実
際
に
申

し
合
わ
せ
て
）
旧
暦
十
日
戎
に
参
詣
に
訪
れ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
神
社
関
係
者

の
想
像
が
及
ば
な
い
ほ
ど
に
旧
暦
正
月
十
日
と
い
う
日
取
り
が
重
要
な
も
の
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
都
市
部
か
ら
の
参
詣
は
皆
無
で
、
結
果
と
し
て

「
平
年
ノ
三
分
ノ
一
ニ
モ
足
ラ
」
な
い
と
い
う
有
様
と
な
っ
た
。

　
神
社
に
と
っ
て
こ
れ
は
一
大
事
で
あ
っ
た
。『
日
誌
』
は
一
連
の
経
過
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　
〔
史
料
（（
〕

本
年
ヨ
リ
改
暦
励
行
ノ
為
メ
、
明
年
ノ
大
祭
ヲ
二
月
十
日
ニ
設
定
シ
、
普
ク
広

告
シ
、
汽
車
電
車
側
モ
同
様
一
般
ニ
広
告
セ
ル
ニ
モ
拘
ラ
ズ
、
参
者
稀
少
ナ
リ

シ
ガ
、
本
日
ノ
二
十
日
祭
〔
旧
暦
十
日
戎
〕
ハ
本
社
ヨ
リ
広
告
セ
ズ
汽
車
電
車

ノ
割
引
等
モ
ナ
シ
。
于
然
両
日
共
相
応
ニ
賑
ハ
ヒ
タ
リ
。
尤
モ
平
年
ノ
旧
十
日

大
祭
ト
ハ
比
ス
ベ
ク
モ
ア
ラ
ネ
ド
、
旧
慣
ハ
容
易
ニ
脱
却
シ
ガ
タ
キ
事
ヲ
察
ス

ル
ニ
足
ル
（
1（
（

。

　
結
局
、
翌
年
以
降
も
二
月
十
日
戎
は
賑
わ
い
を
見
せ
る
こ
と
は
な
く
、
神
社
関
係

者
も
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
、
旧
暦
十
日
戎
に
重
点
を
移
す
こ
と
に

な
っ
た
。

　
以
上
の
経
過
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
明
治
四
三
年
の
「
旧
暦
廃
止
」
を
受
け
て
、

西
宮
神
社
と
し
て
は
新
暦
十
日
戎
と
二
月
十
日
戎
の
二
本
立
て
に
改
正
し
た
つ
も
り

で
あ
っ
た
が
、
ふ
た
を
あ
け
て
み
れ
ば
実
質
上
は
三
つ
（
新
暦
・
月
遅
れ
・
旧
暦
）

の
十
日
戎
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
新
暦
十
日
戎
は
阪
神
電
車
と
国
鉄
の
サ
ー
ビ
ス
合

戦
の
場
と
な
り
、
前
年
ま
で
旧
暦
十
日
戎
に
参
詣
し
て
い
た
都
市
部
参
詣
客
も
新
た

に
加
わ
っ
て
、
三
つ
の
十
日
戎
の
中
で
最
も
賑
わ
っ
た
。
し
か
し
、
皮
肉
な
こ
と
に
、

神
社
側
が
最
重
要
行
事
と
し
て
意
気
込
ん
で
い
た
月
遅
れ
の
二
月
十
日
戎
は
、
都
市

部
の
人
々
が
わ
ず
か
に
訪
れ
た
程
度
で
、
農
漁
村
部
の
人
々
か
ら
は
全
く
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
か
え
り
み
ら
れ
ず
、
最
も
賑
わ
い
が
少
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
旧
暦
十
日

戎
は
都
市
部
の
参
詣
者
は
皆
無
で
あ
っ
た
が
、
農
漁
村
部
か
ら
は
相
変
わ
ら
ず
参
詣

客
が
や
っ
て
き
た
。

　
結
局
、
明
治
四
三
年
の
「
旧
暦
廃
止
」
以
降
、
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
は
新
暦
十

日
戎
に
集
中
し
、
農
漁
村
民
は
相
変
わ
ら
ず
旧
暦
十
日
戎
に
参
詣
す
る
と
い
う
形
に

落
ち
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
　
神
社
と
電
鉄
の
協
調
と
駆
け
引
き

　
周
知
の
ご
と
く
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
阪
神
両
都
市
、
特
に
大
阪
の

都
市
化
が
著
し
く
加
速
し
て
い
く
と
と
も
に
、
両
都
市
に
は
さ
ま
れ
た
地
帯
も
阪
神

電
鉄
や
小
林
一
三
の
箕
面
有
馬
電
鉄（
の
ち
の
阪
急
）と
い
っ
た
デ
ィ
ヴ
ェ
ロ
ッ
パ
ー

に
よ
っ
て
急
速
に
郊
外
宅
地
化
し
て
い
っ
た
（
11
（

。
西
宮
神
社
に
と
っ
て
、
急
速
に
人
口

が
膨
れ
上
が
る
阪
神
一
帯
か
ら
い
か
に
多
く
の
参
詣
客
を
呼
び
込
む
か
と
い
う
こ
と

が
重
要
と
な
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
参
詣
客
の
誘
引
に
威
力
を
発
揮

す
る
阪
神
電
車
と
の
協
力
関
係
が
不
可
欠
で
あ
り
、
両
者
の
協
調
の
も
と
で
十
日
戎

は
ま
す
ま
す
発
展
し
、
今
日
に
ま
で
至
る
人
気
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
常
に
協
調
ば
か
り
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
両
者
と
も
に
参

詣
客
増
加
を
望
む
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も
神
社
は
神
社
、
電
鉄
は
電
鉄
で
あ
り
、

思
惑
が
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
時
と
し
て
両
者
の
間
に
駆
け
引

き
が
起
こ
り
、
協
調
と
駆
け
引
き
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
な
か
で
今
日
の
十
日
戎
の
姿
へ

と
落
ち
つ
い
て
い
く
。
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第
一
節
　
旧
暦
十
日
戎

　
明
治
四
四
年
以
降
も
二
月
十
日
戎
が
ま
っ
た
く
振
る
わ
な
か
っ
た
た
め
に
、
ま
も

な
く
神
社
側
も
そ
の
維
持
を
あ
き
ら
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
か
わ
り
に
旧
暦
十
日

戎
を
再
び
も
と
の
賑
わ
い
に
戻
そ
う
と
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
考
え
て
み

る
に
、
前
章
で
み
た
通
り
、
農
漁
村
部
の
信
者
た
ち
の
多
く
は
「
旧
暦
廃
止
」
や
新

聞
広
告
と
い
っ
た
も
の
に
は
お
構
い
な
し
に
、
自
発
的
に
参
詣
に
や
っ
て
く
る
人
々

で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
問
題
は
浮
動
層
と
も
言
う
べ
き
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客

を
再
び
呼
び
込
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
阪
神
電
車

の
集
客
力
が
な
ん
と
し
て
も
必
要
と
な
ろ
う
。

　
す
で
に
西
宮
神
社
は
阪
神
電
車
の
集
客
力
に
注
目
し
、
こ
れ
を
利
用
す
る
道
を
考

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
十
日
戎
で
は
な
い
が
、
明
治
四
〇
年
の
節
分
の
と
き
の

『
日
誌
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
一
節
が
あ
る
。

　
〔
史
料
（（
〕

本
日
節
分
ニ
付
且
大
阪
ヨ
リ
恵
方
ニ
当
ル
ヨ
シ
ニ
テ
電
車
ヨ
リ
広
告
シ
タ
リ
。

故
ニ
早
朝
ヨ
リ
大
阪
人
ノ
参
詣
夥
シ
。
非
常
ノ
賑
ナ
リ
。
…
…
明
年
ハ
恵
方
ナ

ラ
ズ
ト
モ
電
車
ヨ
リ
節
分
ノ
広
告
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
方
法
ヲ
考
フ
ベ
シ
（
11
（

。

こ
こ
か
ら
は
、
阪
神
電
車
の
強
力
な
集
客
力
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
同
電
車
と
タ

イ
ア
ッ
プ
し
て
神
社
の
発
展
に
つ
な
げ
よ
う
と
い
う
発
想
が
神
社
関
係
者
の
な
か
に

萌
芽
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
西
宮
神
社
は
旧
暦
十
日
戎
の
挽
回
を

図
る
べ
く
阪
神
電
車
に
協
力
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
第
二
章
第
二
節

で
み
た
「
阪
神
電
車
→
西
宮
神
社
」
と
は
逆
の
「
西
宮
神
社
→
阪
神
電
車
」
と
い
う

は
た
ら
き
か
け
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
十
日
戎
に
関
し
て
こ
の
動
き
が
明
確
化
す
る
の
は
大
正
三
年
で
あ
る
。
そ
の
前
年

の
大
正
二
年
の
『
日
誌
』
に
は
次
の
よ
う
な
メ
モ
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
史
料
（（
〕

明
年
ハ
前
以
テ
阪
神
電
鉄
会
社
ニ
交
渉
シ
二
月
十
日
祭
ノ
広
告
ヲ
廃
シ
テ
本
祭

〔
旧
暦
十
日
戎
〕
ニ
広
告
セ
シ
ム
ル
事
。
鉄
道
院
ヘ
モ
交
渉
シ
テ
本
祭
ニ
広
告

セ
〆
バ
一
層
効
力
多
カ
ル
ベ
シ
（
11
（

。

つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
神
社
は
二
月
十
日
戎
に
見
切
り
を
つ
け
（
11
（

、
重
点
を
旧
暦
十
日

戎
に
戻
す
決
断
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
電
鉄
・
国
鉄
の
宣
伝
を
利
用
し

よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
翌
三
年
、
ど
う
い
う
事
情
か
ら
か
国
鉄
の
広
告
は
実
現

し
な
か
っ
た
も
の
の
、
阪
神
電
車
と
は
打
ち
合
わ
せ
が
行
わ
れ
た
（
11
（

。
十
日
戎
に
さ
き

だ
っ
て
神
社
か
ら
電
鉄
会
社
に
お
も
む
い
て
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
と
い
う
の
は
、『
日

誌
』
を
み
る
限
り
で
は
こ
れ
以
前
に
は
皆
無
で
あ
る
。
交
渉
の
結
果
神
社
側
の
要
望

に
沿
っ
て
話
が
ま
と
ま
っ
た
と
み
ら
れ
、
右
の
メ
モ
の
方
針
通
り
に
、
旧
暦
十
日
戎

に
合
わ
せ
て
阪
神
電
車
の
広
告
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
（
11
（

。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
結
果
は
「
本
日
ハ
節
分
ニ
当
レ
ル
上
阪
神
電
鉄
ヨ
リ
広
告
セ
シ

ヲ
以
テ
定
メ
テ
多
数
ノ
参
拝
ア
ラ
ン
ト
予
期
セ
シ
ニ
、
割
合
ニ
少
ナ
カ
リ
シ
（
11
（

」
と
さ

え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
史
料
が
示
す
よ
う
に
、
神
社
関
係
者
た
ち
は
阪
神
電

車
の
集
客
力
に
相
当
な
期
待
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
都
市
部
の
人
々
が
新
暦
十
日

戎
に
集
中
す
る
と
い
う
傾
向
は
明
治
四
三
年
の
「
旧
暦
廃
止
」
以
降
わ
ず
か
数
年
の

間
に
す
で
に
定
着
し
て
お
り
、
電
車
の
宣
伝
を
も
っ
て
し
て
も
そ
の
傾
向
は
い
か
ん

と
も
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
明
治
四
三
年
の
「
旧
暦
廃
止
」
に
よ
る
変
化

は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
電
鉄
に
と
っ
て
は
、
参
詣
客
が
多
く
な
っ
て
運
賃
収
入
が
ア
ッ
プ
す
れ
ば
こ
そ
、

宣
伝
を
す
る
価
値
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宣
伝
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
右
の
よ
う

な
成
果
し
か
得
ら
れ
な
い
と
な
る
と
、
も
は
や
旧
暦
十
日
戎
は
電
鉄
に
と
っ
て
メ

リ
ッ
ト
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
こ
れ
以
降
電
鉄
側
は
明
ら
か
に
消
極
的
な
姿

勢
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
、
神
社
側
は
電
鉄
側
の
協
力
を
引
き
出
す
た
め
に
苦
心
す

る
よ
う
に
な
る
。
翌
四
年
、
神
社
は
前
年
同
様
に
電
鉄
の
担
当
者
と
あ
ら
か
じ
め
広

告
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
次
の
よ
う
な
珍

事
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
〔
史
料
（（
〕
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当
祭
〔
旧
暦
十
日
戎
〕
広
告
ノ
件
、
十
日
以
前
ニ
阪
神
電
鉄
太
宰
運
輸
課
長
ニ

交
渉
セ
シ
ニ
モ
拘
ラ
ズ
、
旧
八
日
ニ
至
ル
モ
各
停
留
場
ノ
掲
示
ハ
更
ナ
リ
新
聞

紙
ニ
モ
広
告
セ
ズ
。
依
テ
同
日
電
話
ヲ
以
テ
掛
合
ヒ
タ
ル
ニ
、
失
念
セ
シ
由
ニ

テ
直
ニ
着
手
セ
リ
。
明
年
ヨ
リ
再
度
入
念
ヲ
要
ス
（
11
（

。

　
阪
神
電
車
が
掲
示
や
広
告
を
「
失
念
」
し
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
旧
暦

十
日
戎
が
大
い
に
賑
わ
っ
て
い
た
明
治
四
二
年
以
前
で
あ
れ
ば
お
よ
そ
あ
り
得
な
い

こ
と
で
あ
っ
た
。
旧
暦
十
日
戎
は
阪
神
電
車
側
に
と
っ
て
明
ら
か
に
ど
う
で
も
い
い

も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
翌
五
年
、
阪
神
電
車
側
は
は
っ
き
り
と
広
告
廃
止
を
切
り
出
し
て
き
た
。

　
〔
史
料
（（
〕

午
前
、
良
晃
、
阪
神
電
鉄
山
口
運
輸
課
長
ニ
面
会
、
旧
十
日
祭
広
告
ノ
件
ヲ
談

ス
。
電
車
側
ニ
在
テ
ハ
昨
年
不
況
ニ
鑑
ミ
本
年
ハ
広
告
ヲ
廃
ス
ル
意
見
ナ
リ
シ

モ
、
交
渉
ノ
結
果
例
年
ノ
通
掲
示
ス
ル
コ
ト
ヽ
セ
リ
（
11
（

。

　
神
社
側
の
要
請
に
よ
り
な
ん
と
か
広
告
は
廃
止
を
免
れ
、
そ
の
後
も
継
続
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、や
は
り
目
立
っ
た
成
果
を
お
さ
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

さ
す
が
の
神
社
関
係
者
も
あ
き
ら
め
気
味
と
な
り
、
や
が
て
「
時
勢
ノ
傾
向
ニ
依
ル

カ
年
一
年
減
少
ス
（
1（
（

」、「
年
々
衰
微
ニ
向
ヘ
ル
ハ
已
ム
ヲ
得
ズ
（
11
（

」
と
い
っ
た
慨
嘆
が
繰

り
返
し
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
阪
神
電
車
の
新
聞
広
告
も
つ
い
に
昭
和
五
年
で
打

ち
切
ら
れ
た
（
11
（

。
現
時
点
で
は
十
分
に
解
明
で
き
る
に
至
ら
な
い
が
、
明
治
四
三
年
の

「
旧
暦
廃
止
」
に
都
市
化
・
工
業
化
に
よ
る
農
漁
業
の
比
重
の
低
下
と
い
っ
た
趨
勢

が
あ
い
ま
っ
て
、
い
よ
い
よ
旧
暦
行
事
は
衰
微
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
予
想
さ

れ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
西
宮
神
社
は
明
治
四
三
年
の
改
正
後
た
だ
ち
に
新
暦

十
日
戎
に
一
本
化
せ
ず
に
、
二
月
十
日
戎
や
旧
暦
十
日
戎
の
維
持
に
こ
だ
わ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
、『
日
誌
』
に
も
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

正
確
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
え
て
推
測
し
て
み
る
と
す
れ
ば
、
新
暦
十
日
戎
は

つ
い
数
年
前
に
電
車
が
「
開
拓
」
し
た
行
事
で
あ
り
、
神
社
本
来
の
伝
統
行
事
で
は

な
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
エ
ビ
ス
神
の
総
本
社

と
し
て
、
明
治
六
年
の
改
暦
後
あ
っ
さ
り
と
新
暦
十
日
戎
に
一
本
化
し
て
し
ま
っ
た

今
宮
神
社
と
あ
く
ま
で
も
一
線
を
画
し
、
農
漁
村
民
の
た
め
の
十
日
戎
と
い
う
性
格

を
残
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
結
局
、
旧
暦
十
日
戎
の
挽
回
策
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の

経
過
の
な
か
で
注
意
し
た
い
の
は
、
西
宮
神
社
か
ら
阪
神
電
車
に
宣
伝
を
依
頼
す
る

と
い
う
は
た
ら
き
か
け
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。つ
ま
り
、

神
社
は
阪
神
電
車
の
集
客
を
た
だ
受
け
身
で
傍
観
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
の
集

客
力
を
利
用
し
て
参
詣
行
事
の
維
持
・
発
展
を
図
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
神
社
と
阪
神
電
車
の
協
力
関
係
は
、
そ
の
後
の
同
神
社
の
参
詣

行
事
に
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

　
た
だ
し
、
両
者
の
利
害
が
常
に
一
致
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
本
節
で
み
た
よ

う
に
、旧
暦
十
日
戎
に
関
し
て
は
、都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
増
加
が
見
込
め
な
く
な
っ

た
と
た
ん
に
阪
神
電
車
側
が
消
極
的
に
な
り
、し
ば
ら
く
駆
け
引
き
が
あ
っ
た
の
ち
、

最
終
的
に
は
神
社
側
が
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
節
　
新
暦
十
日
戎
―
夜
間
参
詣
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
―

　
ひ
る
が
え
っ
て
新
暦
十
日
戎
の
動
向
は
と
い
え
ば
、
既
述
の
通
り
、
明
治
四
三
年

以
降
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
、
事
実
上
西
宮
神
社
の
最
人

気
行
事
と
し
て
定
着
す
る
。大
正
期
の『
日
誌
』を
み
る
と
、「
参
拝
者
ハ
年
一
年
多
ク
、

本
年
ノ
如
キ
殊
ニ
多
数
ヲ
究
ム
（
11
（

」、「
賽
者
非
常
ニ
群
参
近
年
ニ
比
類
ナ
シ
（
11
（

」
と
い
っ

た
記
述
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
新
暦
十
日
戎
の
賑
わ
い
が
ま
す
ま
す
増
し
て
い
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
新
暦
十
日
戎
の
参
詣
客
が
増
え
る
こ
と
自
体
は
、
神
社
に
と
っ
て
も
電
鉄
に
と
っ

て
も
好
都
合
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
両
者
の
立
場
は
一
致
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
思
惑
が
大
き
く
食
い
違
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
っ
た
。
特

に
神
社
関
係
者
の
頭
を
悩
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
九
日
（
宵
戎
）
深
夜
の
参
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詣
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

　
古
来
よ
り
西
宮
神
社
で
は
十
日
戎
祭
に
先
立
っ
て
前
夜
よ
り
忌
籠
を
行
う
こ
と
と

な
っ
て
お
り
、
九
日
夜
に
は
必
ず
閉
門
し
て
い
た
（
11
（

。
こ
の
慣
わ
し
は
明
治
に
な
っ
て

も
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
明
治
三
二
年
の
旧
暦
十
日
戎
を
報
じ
る
新
聞
記
事
に
も
旧

九
日
の
様
子
に
つ
い
て
「
但
当
日
戎
神
社
は
午
後
六
時
よ
り
閉
門
し
た
り
（
11
（

」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
阪
神
電
車
開
業
に
よ
っ
て
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
が
増
加
す
る
と
、

閉
門
後
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
参
詣
に
つ
め
か
け
る
人
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
〔
史
料
（（
〕

当
日
参
者
非
常
ニ
多
ク
、
夜
八
時
閉
門
後
も
電
車
停
留
場
ヨ
リ
門
外
迄
陸
続
群

集
セ
リ
（
11
（

。

こ
の
た
め
、
明
治
四
一
年
、
神
社
は
旧
暦
十
日
戎
を
告
知
す
る
新
聞
広
告
に
「
旧
九

日
は
恒
例
に
依
り
夜
八
時
門
を
閉
づ
（
11
（

」
と
明
記
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
告
知

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
年
も
や
は
り
「
十
一
時
過
迄
門
外
参
者
群
集
セ
リ
（
11
（

」
と
い

う
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
参
詣
客
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
阪
神
電
車
の
開
業
後
に

西
宮
神
社
の
伝
統
を
熟
知
し
て
い
な
い
参
詣
客
が
増
加
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
大
阪
か
ら
や
っ
て
く
る
参
詣
客
の
な
か
に
、
今
宮
神
社
の
十
日
戎
と
同
じ
感
覚

で
参
詣
す
る
人
が
少
な
か
ら
ず
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
今
宮
神
社

の
一
月
九
日
の
宵
戎
は
深
夜
も
参
詣
客
で
賑
わ
う
こ
と
が
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ

る（1（
（

。
　
し
か
し
、
後
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
と
き
は
ま
だ
良
い
方
で
あ
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
明
治
四
三
年
の
「
旧
暦
廃
止
」
以
前
は
都
市
部
参
詣
客
が
新
暦
・
旧
暦
の
二

つ
の
十
日
戎
に
分
散
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
四
三
年
以
降
都
市
部
か
ら

の
参
詣
客
が
新
暦
十
日
戎
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
西
宮
神
社
は
い
よ
い
よ
不

都
合
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
大
正
七
年
に
は
、
神
社
関
係
者
の
神
経
を
と

が
ら
せ
る
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
。

　
〔
史
料
（（
〕

夕
刻
ヨ
リ
参
者
群
集
、
夜
ニ
入
リ
テ
殊
ニ
殺
到
ス
。
十
二
時
ニ
至
リ
閉
門
セ
シ

モ
、
尚
門
外
多
数
ノ
参
詣
者
ア
リ
。
不
平
ヲ
鳴
ラ
シ
テ
怒
リ
シ
由
ナ
リ
。
是
ハ

本
年
ハ
何
故
カ
電
鉄
ヨ
リ
九
十
二
日
終
夜
運
転
ノ
□
□
〔
宣
伝
ヵ
〕
セ
シ
ニ
依

ル
ナ
ラ
ン
（
11
（

。

電
鉄
側
が
神
社
と
の
相
談
な
し
に
終
夜
運
転
を
行
っ
た
た
め
、
十
二
時
に
閉
門
し
た

後
も
な
お
門
外
に
参
詣
客
が
続
々
押
し
寄
せ
て
文
句
を
言
う
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
起

こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
神
社
関
係
者
も
さ
す
が
に
こ
の
事
態
に
は
危
機
感
を

覚
え
、「
明
年
ヨ
リ
ハ
会
社
ヘ
モ
予
告
シ
、
尚
各
新
聞
記
者
ニ
モ
九
日
夜
閉
門
ノ
御

例
ヲ
予
告
ス
ベ
シ
（
11
（

」
と
再
発
防
止
策
を
注
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
翌
年
の
阪
神
電

車
広
告
（
11
（

を
み
て
も
、
閉
門
に
関
す
る
明
記
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
そ
の
後
、
阪
神
電
車
の
終
夜
運
転
こ
そ
繰
り
返
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
九
日
の

み
な
ら
ず
十
日
夜
ま
で
も
深
夜
ま
で
賑
わ
う
傾
向
が
強
ま
り
（
11
（

、
例
え
ば
翌
八
年
の

一
〇
日
夜
は
「
晩
十
二
時
ニ
至
ル
モ
尚
陸
続
来
参
ア
リ
。
一
時
過
門
ヲ
閉
ス
（
11
（

」
と
い

う
状
態
で
あ
っ
た
。
深
夜
一
時
に
閉
門
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
阪
神
電
車
開
業
以
前

に
は
お
よ
そ
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
神
社
側
は
、
閉
門
時
刻
が
遅
く
な
る
こ
と
は
あ
る
程
度
仕
方
な
い
と
し
て
も
、
せ

め
て
九
日
夜
の
閉
門
・
忌
籠
の
伝
統
は
な
ん
と
し
て
で
も
厳
守
し
た
い
と
考
え
た
よ

う
で
、
大
正
一
四
年
に
は
「
今
夜
閉
門
ニ
関
シ
テ
ハ
前
以
電
車
側
ト
交
渉
シ
、
九
日

晩
ハ
十
一
時
ニ
総
門
ヲ
閉
鎖
ス
ベ
キ
旨
大
阪
神
戸
両
停
車
場
ヘ
掲
示
セ
シ
ム
（
11
（

」
と
い

う
対
策
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翌
一
〇
日
早
朝
に
は
一
部

の
参
詣
客
が
開
門
前
に
勝
手
に
境
内
に
入
り
込
む
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
、「
明

年
ヨ
リ
三
門
ト
モ
門
衛
ヲ
附
」
す
よ
う
に
と
『
日
誌
』
に
記
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。
都
市
部

か
ら
の
不
特
定
多
数
の
参
詣
客
が
増
加
し
て
い
く
な
か
で
、
西
宮
神
社
の
厳
粛
な
忌

籠
の
伝
統
な
ど
お
構
い
な
し
と
い
う
者
も
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
不
心
得
者
ま
で
運
ん
で
き
て
し
ま
う
当
の
電
鉄
側
は
と
い
え
ば
、
神
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社
の
要
請
を
う
け
て
停
車
場
の
掲
示
で
九
日
閉
門
の
旨
を
告
知
す
る
と
い
う
対
応
を

と
っ
た
も
の
の
、
も
っ
と
も
強
力
な
宣
伝
媒
体
で
あ
る
は
ず
の
新
聞
広
告
に
は
な
か

な
か
明
記
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
電
鉄
側
に
し
て
み
れ
ば
、
閉
門
を
明
記
し
て
し

ま
う
と
、
い
わ
ば
稼
げ
る
は
ず
の
時
間
に
店
じ
ま
い
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
同
じ
十
日
戎
で
も
、
ラ
イ
バ
ル
の
南
海
電
車
は
今
宮
神
社
参
詣
客
の
た
め
に

終
夜
運
転
を
し
て
い
た
（
11
（

。
阪
神
電
車
も
で
き
れ
ば
同
じ
よ
う
に
終
夜
運
転
を
し
た
い

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
神
社
に
門
を
閉
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
仕
方
が
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
終
夜
運
転
は
我
慢
す
る
が
、
深
夜
も
多
少
は
稼
が
せ
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う

の
が
阪
神
電
車
の
本
音
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
後
夜
間
参
詣
客
は
さ
ら
に
増
え
続
け
た
と
み
ら
れ
、
昭
和
八
年
に
い
た
っ
て

西
宮
神
社
の
危
機
感
は
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。
神
社
側
は
、
も
は
や
停
車
場
の
掲
示
だ

け
で
は
な
く
、
新
聞
広
告
に
明
記
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
判
断
す
る
に

至
っ
た
（
（11
（

。
そ
し
て
神
社
側
が
強
く
要
請
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
電
鉄
側
は
翌
九
年
に

な
っ
て
よ
う
や
く
九
日
夜
の
閉
門
の
旨
を
新
聞
広
告
に
明
記
し
た
。
閉
門
時
刻
は
夜

一
二
時
と
な
り
、
先
に
見
た
大
正
一
四
年
の
神
社
の
方
針
よ
り
も
一
時
間
遅
く
な
っ

て
い
る
。
神
社
側
も
多
少
は
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

非
常
に
面
白
い
こ
と
に
、
こ
の
広
告
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
広
告
文
句
が
た
く
み
に

言
い
換
え
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
〔
史
料
（0
〕

九
日
宵
戎

古
例
に
則
る
居
籠
祭

午
後
十
二
時
迄
開
門
（
（1（
（

　
物
は
言
い
よ
う
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
神
社
側
の
意
向
は
「
忌
籠
を

す
る
た
め
に
、
九
日
夜
に
閉
門
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
阪

神
電
車
は
勝
手
に
「
忌
籠
祭
」
と
い
う
何
や
ら
楽
し
い
こ
と
で
も
あ
り
そ
う
な
響
き

が
す
る
名
称
に
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、お
そ
ら
く
は
「
十
二
時
に
門
を
閉
じ
る
」

と
す
る
と
印
象
が
悪
く
な
る
と
考
え
、「
十
二
時
迄
開
門
」
と
肯
定
的
な
表
現
に
カ

ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
し
た
た
か
さ
は
、
も
は
や
お
見
事
と
い
う
ほ

か
は
な
い
。
こ
れ
を
見
た
神
社
関
係
者
は
ど
の
よ
う
に
思
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
後
も
神
社
と
電
鉄
の
間
で
夜
間
参
拝
客
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
は
く
す
ぶ
り
続

け
る
の
で
あ
る
が
（
（10
（

、す
で
に
表
題
に
反
し
て
先
の
時
代
ま
で
行
き
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
の
経
過
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
を
期
す
ほ
か
は
な
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
神
社
と
し
て
も
、
も
し
仮
に
終
夜
参
拝
を
許
せ
ば
、
そ
の
分
参

詣
客
が
増
え
て
賽
銭
収
入
が
増
加
す
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
頑
な
に
九
日
の
閉
門
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
と
こ
ろ
に
、
エ
ビ
ス

神
の
総
本
社
と
し
て
忌
籠
習
俗
を
守
り
抜
こ
う
と
し
た
こ
の
神
社
の
人
々
の
強
い
意

志
が
垣
間
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
西
宮
神
社
十
日
戎
の
変
容
過
程
を
み
て
き

た
。
こ
こ
で
以
上
の
内
容
を
簡
単
に
要
約
し
つ
つ
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
知
見
を
整
理

し
て
お
き
た
い
。

　
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
も
と
も
と
西
宮
神
社
十
日
戎
は
農
漁
村
民
や
都
市
商
人

た
ち
を
中
心
と
す
る
参
詣
行
事
で
あ
っ
た
が
、「
汽
車
」
の
開
通
に
よ
っ
て
徐
々
に

都
市
部
か
ら
行
楽
が
て
ら
に
参
詣
す
る
「
普
通
の
参
詣
人
」
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。
神
社
側
も
こ
の
浮
動
層
を
呼
び
込
む
べ
く
自
ら
新
聞
を
通
じ
て
都
市
部

に
向
け
て
広
報
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
西
宮
神
社
旧
暦
十
日
戎
は
衰

微
す
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
賑
わ
い
を
増
し
て
い
く
。
一
見
す
る
と
時
代
の
流
れ
か
ら

最
も
縁
遠
い
よ
う
に
み
え
る
参
詣
行
事
も
、
実
は
鉄
道
や
新
聞
と
い
っ
た
も
の
と
深

く
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
確
実
に
近
代
化
・
都
市
化
の
文
脈
の
な
か
で
変
化
し
始
め

た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
こ
の
傾
向
を
決
定
的
に
し
た
の
は
阪
神
電
車
の
登
場
で

あ
っ
た
。
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重
要
な
こ
と
は
、
阪
神
電
車
の
登
場
は
、
た
だ
単
に
西
宮
神
社
へ
の
交
通
機
関
が

一
つ
増
え
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
電
鉄

は
、
長
ら
く
寂
れ
て
い
た
参
詣
行
事
（
新
暦
十
日
戎
）
を
新
た
に
「
開
拓
」
し
た
と

い
う
点
、
さ
ら
に
は
、
神
社
境
内
の
こ
と
に
ま
で
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点

で
、
従
来
の
諸
鉄
道
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
た
。

　
既
存
の
鉄
道
史
で
は
、
明
治
末
期
以
降
の
大
都
市
近
郊
電
鉄
の
特
徴
と
し
て
、
単

な
る
交
通
機
関
と
し
て
の
性
格
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
沿
線
の
不
動
産
営
業
や
レ

ジ
ャ
ー
開
発
と
い
っ
た
デ
ィ
ヴ
ェ
ロ
ッ
パ
ー
的
な
多
角
経
営
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
（10
（

。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
い
た
先
行
諸
研
究

は
、
も
っ
ぱ
ら
阪
急
の
宝
塚
や
東
急
の
田
園
都
市
な
ど
と
い
っ
た
目
新
し
い
も
の
に

注
目
し
、
社
寺
参
詣
と
い
う
近
世
以
来
の
伝
統
を
も
つ
も
の
と
の
関
わ
り
を
看
過
し

て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
の
検
討
内
容
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
大
都
市
近
郊
電
鉄
の

デ
ィ
ヴ
ェ
ロ
ッ
パ
ー
志
向
は
社
寺
参
詣
に
も
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
し
て
、

今
日
の
大
都
市
圏
の
社
寺
参
詣
の
有
り
様
は
こ
の
点
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
し
て
は

決
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
阪
神
電
車
の
大
々
的
な
乗
客
誘
引
に
よ
っ
て
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
が
大

幅
に
増
加
し
て
い
く
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
神
社
側
も
電
鉄
会
社
の
強
力
な

宣
伝
力
を
利
用
し
て
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
の
増
加
を
図
る
よ
う
に
な
る
。
大
都
市

か
ら
の
参
詣
客
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
西
宮
神
社
の
参
詣
行
事
は
、
も
は

や
従
来
の
よ
う
に
神
社
と
氏
子
・
崇
敬
者
だ
け
で
維
持
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
電
鉄
会
社
と
の
協
調
関
係
抜
き
に
は
隆
盛
を
望
め
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
両
者
の
関
係
は
常
に
協
調
ば
か
り
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

あ
く
ま
で
も
神
社
は
神
社
、
電
鉄
は
電
鉄
で
あ
り
、
双
方
の
思
惑
が
ず
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
明
治
四
三
年
の
「
旧
暦
廃
止
」
以
後
、
都
市
部
か
ら
の
参
詣

客
が
新
暦
十
日
戎
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
に
わ
か
に
電
鉄
側
は
旧
暦
十
日
戎

に
関
し
て
消
極
的
に
な
り
、
神
社
側
は
電
鉄
会
社
側
の
協
力
を
引
き
出
そ
う
と
種
々

苦
心
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
西
宮
神
社
の
忌
籠
習
俗
の
伝
統
に
頓
着
し
な

い
者
た
ち
が
九
日
夜
間
に
も
押
し
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
、
神
社
側
は
こ
の
伝
統
を
維

持
す
べ
く
電
鉄
側
に
協
力
を
求
め
た
が
、
電
鉄
側
は
な
か
な
か
全
面
的
に
協
力
し
よ

う
と
は
し
な
か
っ
た
。
電
車
に
と
っ
て
は
運
賃
収
入
が
増
え
れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
神
社
に
と
っ
て
は
賽
銭
収
入
も
大
事
だ
が
伝
統
を
厳
守
す
る
こ
と

も
決
し
て
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
社
と

電
鉄
会
社
の
間
に
協
調
と
駆
け
引
き
が
せ
め
ぎ
あ
う
中
で
、
十
日
戎
は
今
日
の
姿
へ

と
落
ち
着
い
て
い
っ
た
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
日
本
近
代
の
大
都
市
に
お
け
る
社
寺
参
詣
の
変
容
過
程
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、①
鉄
道
の
登
場
に
よ
る
変
化
、特
に
明
治
末
期
以
降
の
デ
ィ
ヴ
ェ

ロ
ッ
パ
ー
志
向
の
鉄
道
会
社
に
よ
る
変
化
、
②
も
っ
ぱ
ら
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
の

増
加
を
志
向
す
る
鉄
道
会
社
と
伝
統
の
維
持
も
重
視
す
る
神
社
と
の
間
に
生
じ
た
協

調
と
駆
け
引
き
が
せ
め
ぎ
あ
う
関
係
、
と
い
う
二
点
に
注
目
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ

る
と
結
論
づ
け
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
の
主
た
る
検
討
目
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
改
暦
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ

い
て
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。
従
来
の
諸
研
究
は
も
っ
ぱ
ら
明
治
五
年
末
（
明
治
六

年
初
め
）
の
改
暦
に
ば
か
り
注
目
し
、
し
か
も
明
治
政
府
に
よ
る
旧
暦
抑
圧
と
い
う

側
面
を
強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
西
宮
神
社
で
は
改
暦
後
も
旧
暦
に
よ

る
十
日
戎
が
行
わ
れ
続
け
、
都
市
部
か
ら
の
参
詣
客
も
多
数
訪
れ
た
。
し
か
も
、
官

庁
か
ら
規
制
が
行
な
わ
れ
た
形
跡
は
一
切
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
政
府
の
一

組
織
で
あ
る
は
ず
の
官
鉄
が
積
極
的
に
便
を
図
っ
た
。
明
治
末
期
に
は
新
た
に
開
業

し
た
阪
神
電
車
と
国
鉄
が
熾
烈
な
競
争
を
繰
り
広
げ
、
神
社
関
係
者
が
「
古
来
斯
ノ

如
キ
大
盛
況
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
」
と
驚
嘆
す
る
ほ
ど
の
空
前
の
賑
わ
い
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
旧
暦
十
日
戎
か
ら
都
市
部
参
詣
客
が
離
れ
る
最
大
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
が
、明
治
四
三
年
に
実
施
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
「
旧
暦
廃
止
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
明
治
四
三
年
の
改
正
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
を
一
般
化
す
る
の
は
拙
速
に
過
ぎ
る
が
、
少
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な
く
と
も
従
来
の
改
暦
を
め
ぐ
る
固
定
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
あ
る
程
度
相
対
化
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
新
暦
・
旧
暦
を
め
ぐ
っ
て
は
ま
だ
ま
だ

検
討
す
べ
き
課
題
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（
）　
近
世
の
社
寺
参
詣
を
め
ぐ
る
近
年
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
青
柳
周
一
「
近
世
旅
行
史
研

究
の
成
果
と
課
題
」（『
歴
史
評
論
』
六
四
二
、二
〇
〇
三
年
）、
鈴
木
章
生
「
社
寺
参
詣
を
め

ぐ
る
研
究
の
動
向
と
展
望
　
―
江
戸
お
よ
び
そ
の
周
辺
を
中
心
と
し
て
―
」（『
交
通
史
研
究
』

五
六
、二
〇
〇
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
（
）　
森
岡
清
美
「
近
郊
化
に
よ
る
地
域
構
造
の
変
化
　
―
三
鷹
市
野
崎
町
会
の
事
例
研
究
」（『
社

会
科
学
研
究
』
一
〇
号
、国
際
基
督
教
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、一
九
六
四
年
）、石
井
研
士
『
戦

後
の
社
会
変
動
と
神
社
神
道
』（
大
明
堂
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
。

（
（
）　
そ
れ
は
例
え
ば
社
寺
参
詣
に
関
す
る
古
典
的
な
研
究
書
で
あ
る
新
城
常
三
『
新
稿
　
社
寺
参

詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
八
二
年
）
が
、
古
代
か
ら
近
世
末
に
至
る
幅
広

い
時
期
を
対
象
と
し
て
い
な
が
ら
明
治
期
以
降
に
つ
い
て
は
終
章
で
若
干
の
展
望
・
仮
説
を
述

べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
近
年
は
近
代
の
社
寺
参
詣

に
注
目
す
る
研
究
が
わ
ず
か
な
が
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、宇
田
正「
鉄

道
経
営
の
成
立
・
展
開
と
「
巡
礼
」
文
化
」（
山
本
弘
文
編
『
近
代
交
通
成
立
史
の
研
究
』、
法

政
大
学
出
版
局
、一
九
九
四
年
）、山
本
光
正
「
旅
か
ら
旅
行
へ
　
―
近
世
及
び
近
現
代
の
伊
勢
・

西
国
巡
り
を
中
心
に
―
」（
丸
山
雍
成
編
『
近
世
交
通
の
史
的
研
究
』、文
献
出
版
、一
九
九
八
年
）

を
あ
げ
て
お
く
。
た
だ
し
、
主
に
伊
勢
参
宮
の
よ
う
な
中
・
長
距
離
の
参
詣
を
検
討
す
る
傾
向

に
あ
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
西
宮
十
日
戎
の
よ
う
な
都
市
周
辺
に
お
け
る
日
帰
り
程
度
の
社

寺
参
詣
の
動
向
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（
）　
拙
稿
「
明
治
期
東
京
に
お
け
る
「
初
詣
」
の
形
成
過
程
　
―
鉄
道
と
郊
外
が
生
み
出
し
た
参

詣
行
事
―
」、『
日
本
歴
史
』
六
九
一
、二
〇
〇
五
年
。

（
（
）　
北
見
俊
夫
「
恵
比
寿
信
仰
の
研
究
成
果
と
課
題
」（
同
編
『
恵
比
寿
信
仰
』、
雄
山
閣
出
版
、

一
九
九
一
年
）、
二
九
〇
頁
。

（
（
）　
魚
澄
惣
五
郎
編
『
西
宮
市
史
』
第
二
巻
（
西
宮
市
役
所
、
一
九
六
〇
年
）、
八
六
一
頁
。

（
（
）　「
当
日
甚
淋
キ
神
事
ニ
候
事
」（『
日
誌
』
明
治
六
年
一
月
一
〇
日
）。

（
（
）　「
御
祭
典
無
滞
執
行
。
本
日
中
賑
ヒ
有
之
候
事
」（『
日
誌
』
明
治
七
年
一
月
一
〇
日
）。

（
（
）　『
日
誌
』
明
治
一
三
年
一
月
一
〇
日
。

（
（0
）　『
日
誌
』
明
治
一
九
年
一
月
十
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
二
六
年
一
月
一
〇
日
。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
二
一
年
一
月
八
日
。

（
（（
〉　『
日
誌
』
明
治
一
九
年
一
月
一
〇
日
、
二
一
年
一
月
九
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
一
〇
年
二
月
二
二
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
。

（
（（
）　
本
稿
で
は
官
設
鉄
道
の
略
称
と
し
て
「
官
鉄
」
を
用
い
る
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
一
四
年
二
月
八
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
。

（
（（
）　「
来
二
月
十
七
日
西
宮
蛭
子
祭
ニ
付
、
神
戸
大
坂
ノ
間
例
年
ノ
通
臨
時
列
車
出
発
、
左
ノ
賃

金
ニ
テ
西
宮
迄
下
等
往
復
切
手
ヲ
売
与
乗
客
運
輸
致
候
」（『
大
朝
』
明
治
一
六
年
二
月
一
一
日

＝
旧
正
月
四
日
）。

（
（（
）　
岡
田
芳
朗
『
明
治
改
暦
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
四
年
）、
福
澤
昭
司
「
暦
と
時
間
」（
福

田
ア
ジ
オ
・
赤
田
光
男
編
『
講
座
　
日
本
の
民
俗
学
（
　
時
間
の
民
俗
』、
雄
山
閣
出
版
、

一
九
九
八
年
）、
三
宅
紹
宣
「
明
治
改
暦
と
新
暦
の
浸
透
過
程
」（
頼
祺
一
先
生
退
官
記
念
論
集

刊
行
会
編
『
近
世
近
代
の
地
域
社
会
と
文
化
』、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

（
（（
）　
明
治
二
一
年
の
兵
庫
―
明
石
間
の
開
通
を
皮
切
り
に
、
翌
二
二
年
に
は
神
戸
―
姫
路
間
が

全
通
し
、
官
設
鉄
道
と
接
続
し
た
（
兵
庫
県
史
編
集
委
員
会
編
『
兵
庫
県
百
年
史
』、
兵
庫
県
、

一
九
六
七
年
、
第
八
章
第
一
節
。
以
下
、
註
（0
、
註
（（
も
同
様
）。

（
（0
）　
明
治
二
八
年
に
飾
磨
―
生
野
間
が
開
通
。
三
六
年
に
は
会
社
を
解
散
し
て
山
陽
鉄
道
播
但
線

と
な
る
。

（
（（
）　
明
治
三
二
年
に
神
崎
（
現
在
の
尼
崎
駅
）
―
福
知
山
南
口
間
が
開
通
し
、
三
七
年
に
京
都
鉄

道
の
福
知
山
駅
と
接
続
し
た
。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
三
四
年
二
月
二
五
日
＝
旧
正
月
七
日
。
こ
の
二
日
後
に
は
山
陽
鉄
道
も
運
賃

を
半
額
に
す
る
旨
の
新
聞
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
（『
大
朝
』
同
二
月
二
七
日
＝
旧
正
月
九
日
）。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
三
五
年
二
月
一
七
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
「
西
宮
の
十
日
戎
」。

（
（（
）　『
大
阪
毎
日
新
聞
』
明
治
三
二
年
二
月
二
〇
日
＝
旧
正
月
一
一
日
「
西
の
宮
十
日
戎
の
景
況
」。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
三
二
年
二
月
一
九
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
二
八
年
二
月
三
日
＝
旧
正
月
九
日
。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
三
八
年
二
月
一
四
日
＝
旧
正
月
一
一
日
「
十
日
蛭
子
」。

（
（（
）　
東
京
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
六
四
―
六
六
頁
を
参
照
。

（
（（
）　
前
述
の
通
り
、
明
治
一
八
年
に
関
西
で
初
め
て
の
私
鉄
で
あ
る
阪
堺
鉄
道
が
開
業
し
た
が
、

そ
の
後
大
阪
鉄
道
（
二
二
年
）、
関
西
鉄
道
（
二
四
年
）、
高
野
鉄
道
（
三
三
年
）
が
相
次
い
で

開
業
し
た
。

（
（0
）　『
大
朝
』
明
治
三
六
年
二
月
一
日
「
祭
日
の
景
況
」。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
二
五
年
二
月
四
日
、
三
〇
年
二
月
一
一
日
。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
二
八
年
二
月
一
日
＝
旧
正
月
七
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
二
五
年
二
月
一
日
＝
旧
正
月
三
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
三
二
年
二
月
一
九
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
。

（
（（
）　『
大
阪
毎
日
新
聞
』
明
治
三
二
年
二
月
一
九
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
「
西
宮
十
日
戎
」（
付
録
）。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
三
五
年
二
月
一
五
日
。
西
宮
神
社
と
官
鉄
が
打
ち
合
わ
せ
た
か
ど
う
か
は
不

註
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と
い
っ
た
新
聞
広
告
か
ら
推
察
で
き
る
。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
四
三
年
一
月
九
日
「
十
日
戎
」。

（
（（
）　
同
右
。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
四
三
年
一
月
一
〇
日
「
西
宮
の
初
祭
」。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
三
年
一
月
一
〇
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
三
年
一
月
一
一
日
。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
四
三
年
二
月
一
日
。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
四
三
年
二
月
八
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
三
年
二
月
一
〇
日
。

（
（0
）　『
日
誌
』
明
治
四
三
年
二
月
二
〇
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
三
年
二
月
二
〇
日
。

（
（（
）　
小
山
仁
示
・
芝
村
篤
樹『
大
阪
府
の
百
年
』（
山
川
出
版
社
、一
九
九
一
年
）九
八
―
一
〇
六
頁
、

鈴
木
博
之
『
都
市
へ
』（
日
本
の
近
代
一
〇
、
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年
）
第
六
章
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
〇
年
二
月
四
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
大
正
二
年
二
月
一
五
日
。

（
（（
）　
そ
の
後
も
二
月
十
日
祭
は
い
ち
お
う
形
式
的
に
続
け
ら
れ
た
が
、
大
正
七
年
に
「
二
月
十
日

祭
ハ
旨
ヲ
奉
告
ス
ル
ニ
止
メ
」
る
こ
と
と
な
り
、
参
詣
行
事
と
し
て
は
事
実
上
廃
止
さ
れ
た

（『
日
誌
』
大
正
七
年
二
月
一
〇
日
）。

（
（（
）　「
阪
神
電
鉄
会
社
ニ
太
宰
運
輸
課
長
ヲ
訪
ヒ
、
旧
十
日
祭
ノ
件
打
合
ハ
ス
処
ア
リ
」（『
日
誌
』

大
正
三
年
一
月
二
二
日
）。

（
（（
）　『
大
朝
』
大
正
三
年
二
月
三
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
大
正
三
年
二
月
四
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
大
正
四
年
二
月
二
三
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
。

（
（0
）　『
日
誌
』
大
正
五
年
二
月
七
日
＝
旧
正
月
四
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
大
正
一
〇
年
二
月
一
七
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
昭
和
六
年
二
月
二
六
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
。

（
（（
）　
同
右
。

（
（（
）　『
日
誌
』
大
正
八
年
一
月
一
〇
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
大
正
一
〇
年
一
月
九
日
。

（
（（
）　
同
神
社
に
お
け
る
忌
籠
習
俗
の
由
来
な
ど
に
つ
い
て
は
、
吉
井
貞
俊
『
え
び
す
信
仰
と
そ
の

風
土
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
）、
二
八
二
―
二
八
九
頁
を
参
照
。

（
（（
）　『
大
阪
毎
日
新
聞
』
明
治
三
二
年
二
月
二
〇
日
＝
旧
正
月
一
一
日
「
西
の
宮
十
日
戎
の
景
況
」。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
〇
年
二
月
二
一
日
＝
旧
正
月
九
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
一
年
二
月
九
日
＝
旧
正
月
八
日
。

（
（0
）　『
日
誌
』
明
治
四
一
年
二
月
一
〇
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
。

（
（（
）　
た
と
え
ば
明
治
三
八
年
の
今
宮
神
社
の
宵
戎
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
人
の
出
盛

明
で
あ
る
。
官
鉄
の
広
告
文
句
は
次
の
通
り
。「
西
の
宮
ゑ
び
す
祭
　
汽
車
賃
割
引
　
本
月

一
七
日
ハ
西
ノ
宮
ゑ
び
す
祭
ニ
付
キ
一
六
、一
七
ノ
両
日
神
戸
大
阪
間
ニ
テ
絶
エ
ズ
臨
時
汽
車

ヲ
仕
立
テ
神
戸
、
三
宮
、
住
吉
、
神
崎
、
大
阪
ヨ
リ
西
宮
行
キ
三
等
往
復
割
引
切
符
ヲ
発
売
ス
」。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
三
四
年
二
月
五
日
。

（
（（
）　『
大
朝
』
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
官
鉄
が
西
宮
神
社
の
新
暦
十
日
戎
に
際
し
て
臨
時
汽
車
・

往
復
切
符
発
売
を
し
た
と
報
じ
る
記
事
は
、
阪
神
電
車
開
業
以
前
に
は
明
治
一
三
年
の
も
の

（『
大
朝
』
明
治
一
三
年
一
月
八
日
）
だ
け
で
、
広
告
に
い
た
っ
て
は
皆
無
で
あ
る
。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
三
九
年
一
月
八
日
。

（
（0
）　「
阪
神
電
車
は
九
、十
、十
一
の
三
日
間
西
宮
十
日
戎
に
付
半
賃
切
符
を
発
売
す
。
尚
右
の
三

日
間
同
戎
神
社
に
於
て
大
阪
新
報
催
し
の
福
神
像
授
与
あ
れ
ば
定
め
て
賑
ふ
べ
し
」（『
大
朝
』

明
治
三
九
年
一
月
九
日
「
西
宮
戎
と
電
車
」）。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
三
九
年
一
月
一
一
日
「
十
日
戎
の
雑
況
」。

（
（（
）　『
大
阪
毎
日
新
聞
』
明
治
三
九
年
一
月
一
〇
日
「
今
宮
の
十
日
戎
」。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
四
四
年
一
月
一
〇
日
「
昨
日
の
宵
戎
」。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
〇
年
一
月
九
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
二
年
一
月
一
〇
日
。

（
（（
）　「
蛭
子
神
社
の
境
内
は
彼
の
福
俵
子
宝
の
店
其
の
他
ぞ
ろ
ぞ
ろ
あ
り
た
れ
ど
例
年
旧
暦
の
時

程
に
は
多
か
ら
ず
、
又
町
側
の
見
世
物
も
ま
ば
ら
な
り
し
」（
註
（（
に
同
じ
）。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
一
年
一
月
一
〇
日
。

（
（（
）　
同
右
。

（
（（
）　
原
田
勝
正
『
鉄
道
と
近
代
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
一
二
九
頁
の
指
摘
に
従
い
、

明
治
三
九
年
の
鉄
道
国
有
法
の
施
行
以
後
の
官
営
鉄
道
に
つ
い
て
は
「
国
鉄
」
と
呼
ぶ
こ
と
と

す
る
。

（
（0
）　『
大
朝
』
明
治
三
九
年
一
月
三
〇
日
。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
三
九
年
二
月
二
日
＝
旧
正
月
九
日
「
西
宮
の
十
日
戎
」。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
三
九
年
二
月
四
日
＝
旧
正
月
一
一
日
「
昨
日
の
十
日
戎
」。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
〇
年
二
月
二
二
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
四
二
年
一
月
二
九
日
＝
旧
正
月
八
日
。

（
（（
）　
同
「
西
宮
十
日
戎
と
電
車
」。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
四
二
年
一
月
三
一
日
＝
旧
正
月
一
〇
日
「
西
宮
宵
戎
」。

（
（（
）　『
大
朝
』
明
治
四
二
年
二
月
一
日
＝
旧
正
月
一
一
日
「
西
宮
十
日
戎
」。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
三
年
一
月
一
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
明
治
四
三
年
一
月
一
一
日
。

（
（0
）　『
大
朝
』
明
治
四
二
年
一
二
月
二
九
日
「
西
宮
戎
祭
日
改
正
」。

（
（（
）　
こ
の
こ
と
は
、「
高
野
山
法
会
…
…
明
治
四
十
三
年
度
ヨ
リ
太
陽
暦
ニ
テ
修
行
ス
」、「
新
暦

今
月
十
四
日
執
行
　
備
前
西
大
寺
会
陽
」（『
大
朝
』
明
治
四
三
年
一
月
二
三
日
、二
月
一
〇
日
）
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［明治・大正期の西宮神社十日戎］……平山 昇

り
は
夜
八
時
よ
り
九
時
ま
で
の
間
な
り
き
。
十
二
時
頃
よ
り
ズ
ッ
と
減
り
た
れ
ど
、
終
夜
参
拝

人
絶
え
ざ
り
き
」（『
大
朝
』
明
治
三
八
年
一
月
一
一
日
「
十
日
蛭
子
の
景
況
」）。

（
（（
）　『
日
誌
』
大
正
七
年
一
月
九
日
。

（
（（
）　
同
右
。

（
（（
）　『
大
朝
』
大
正
八
年
一
月
八
日
。

（
（（
）　
そ
の
正
確
な
理
由
は
史
料
的
な
制
約
か
ら
今
の
と
こ
ろ
確
証
で
き
な
い
が
、
産
業
構
造
の
変

化
に
よ
っ
て
年
中
行
事
に
あ
わ
せ
て
休
み
日
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
人
が
減
少
し
、
仕
事
が
終

わ
っ
た
後
に
参
詣
す
る
人
が
増
え
た
た
め
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。

（
（（
）　『
日
誌
』
大
正
八
年
一
月
一
〇
日
。

（
（（
）　『
日
誌
』
大
正
一
四
年
一
月
九
日
。

（
（（
）　
同
右
。

（
（（
）　
毎
年
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、『
大
朝
』
大
正
一
五
年
一
月
九
日
に

は
「
今
宮
十
日
戎
　
九
日
終
夜
運
転
」
と
い
う
南
海
電
車
の
広
告
が
あ
る
。

（
（00
）　「
九
日
晩
十
二
時
閉
門
ノ
旨
ヲ
電
車
広
告
ニ
モ
掲
載
セ
シ
メ
、
一
般
ニ
周
知
セ
シ
ム
ル
事
」

（『
日
誌
』
昭
和
八
年
一
月
一
〇
日
）。

（
（0（
）　『
大
朝
』
昭
和
九
年
一
月
八
日
夕
刊
。

（
（0（
）　
昭
和
一
二
年
の
『
日
誌
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
門
前
ニ
十
二
時
閉
門
ノ
掲
示
ヲ
出
ス
。

阪
神
電
鉄
ヘ
モ
数
日
前
新
年
広
告
ニ
右
ノ
旨
掲
載
ス
ベ
ク
様
通
告
セ
シ
モ
、
遂
ニ
出
サ
ズ
。
明

年
ヨ
リ
厳
達
ヲ
要
ス
」（『
日
誌
』
昭
和
一
二
年
一
月
九
日
）。
翌
年
は
し
っ
か
り
「
厳
達
」
し

た
た
め
か
、「
阪
神
ノ
新
年
広
告
ニ
モ
掲
示
セ
シ
メ
」
る
こ
と
が
で
き
た
（『
日
誌
』
昭
和
一
三

年
一
月
九
日
）。
た
だ
、
実
際
の
新
聞
広
告
（『
大
朝
』
同
年
一
月
六
日
夕
刊
）
を
見
る
と
、
よ

ほ
ど
注
意
し
な
け
れ
ば
目
に
と
ま
ら
な
い
よ
う
な
小
さ
い
活
字
で
記
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
電

鉄
側
の
意
図
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。

（
（0（
）　
野
田
正
穂
ほ
か
編
『
日
本
の
鉄
道
　
成
立
と
展
開
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
八
六
年
）、

一
九
七
頁
な
ど
。

【
追
記
】
本
稿
の
た
め
の
調
査
に
あ
た
っ
て
、
社
務
日
誌
の
閲
覧
な
ど
で
吉
井
貞
俊
氏
・
吉
井
良
英

氏
を
は
じ
め
と
す
る
西
宮
神
社
の
皆
様
か
ら
多
大
な
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
、
心
よ

り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
博
士
課
程
、

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
展
示
協
力
者
）

（
二
〇
〇
九
年
五
月
八
日
受
付
、
二
〇
〇
九
年
九
月
二
五
日
審
査
終
了
）
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This article aims to examine how Toka Ebisu Festival ― an annual prayer event held at Nishinomiya Jinja 

between January 9 and 11　― changed during the period from the Meiji era to the beginning of the Showa era, 

mainly focusing on the changes caused by the opening of a railway and the relation between the railway company 

and the shrine.

Soon after the dawn of the Meiji Period, due to the opening of a state-run railway, more and more urban 

dwellers joined the festival, which made the shrine interested in attracting them. However, what played a decisive 

role was Hanshin Electric Railway（HER）, a private railway company which opened toward the end of the Meiji 

era. HER not only made the shrine more accessible to urban dwellers, but also, by making various attempts to 

attract as many people as possible, rendered the event dramatically more popular than ever before, which means 

HER was a developer as well as a transportation enterprise.  In response, the shrine began to seek to be more 

prosperous in cooperation with HER.

However, the shrine and HER were not always on good terms because the former regarded both its prosperity 

and the preservation of its traditional rituals as essential, while all the latter hoped for was to increase its revenue. 

Thus there sometimes occurred a conflict between them.

Having the process above in mind, the author concludes that, in order to analyze the process in which annual 

prayer events in and around urban cities changed into the way they are at present, it is essential to focus on the 

following two aspects ― （ⅰ） changes caused by the opening of a railway company, especially one which not only 

offered better access to shrines but also acted as a developer producing or arranging annual events. （ⅱ）the 

cooperation / conflict relation between a shrine and a railway company, the former trying to preserve tradition 

and the latter only seeking to be economically successful.

Key words: modern times, worship, railway, city
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